
清
末
湖
南
省
長
沙
に
お
け
る
地
方
教
育
行
政
の
実
態
に
つ
い
て

106 （728）

1
提
学
使
呉
慶
壕
と
教
育
界
人
士
と
の
対
抗
関
係
を
中
心
に
一

宮

原

佳

刀
口

日

【
要
約
】
本
稿
は
、
中
国
教
育
近
代
化
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
～
作
業
と
し
て
、
湖
南
省
長
沙
を
対
象
に
、
光
緒
三
二
年
（
一
九
〇
六
）
か
ら

血
統
元
年
（
一
九
〇
九
）
に
か
け
て
の
地
方
教
育
行
政
の
実
態
を
、
官
・
紳
間
に
お
け
る
対
抗
関
係
を
軸
に
考
察
す
る
。
提
学
使
令
慶
抵
は
、
儒
教
的
倫

理
に
基
づ
く
清
朝
体
制
護
持
と
い
う
目
的
を
忠
実
に
実
現
す
る
た
め
、
湖
南
の
保
守
派
郷
紳
を
教
育
行
政
に
と
り
こ
み
つ
つ
、
学
堂
管
理
を
強
化
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
実
学
教
育
を
重
視
す
る
立
場
を
と
る
教
育
界
人
士
は
、
自
ら
の
結
集
す
る
湖
南
教
育
総
会
を
教
育
専
門
家
集
団
と
み
な
し
、
学
務
公
所
の

運
営
を
改
善
す
る
こ
と
、
官
立
学
堂
監
督
や
省
視
学
の
人
事
に
湖
南
教
育
総
会
の
推
薦
を
加
え
る
こ
と
、
な
ど
を
湖
南
諮
議
局
の
教
育
関
係
議
決
案
に
盛

り
込
み
、
富
の
教
育
行
政
に
介
入
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
富
は
、
湖
南
教
育
総
会
が
湖
南
紳
士
の
民
意
を
代
表
す
る
機
関
で
あ
る
と
は
み
な
さ
ず
、
あ

く
ま
で
学
部
の
規
則
を
遵
守
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
学
務
公
所
の
運
営
や
湖
南
教
育
総
会
の
権
限
拡
大
に
関
す
る
案
件
を
棄
却
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
一
巻
四
号
　
二
〇
〇
八
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

本
稿
は
、
湖
南
省
長
沙
に
お
け
る
、
浮
野
三
二
年
（
一
九
〇
六
）
か
ら
宣
統
元
年
（
一
九
〇
九
）
に
か
け
て
の
地
方
教
育
行
政
の
実
態
を
、

官
・
紳
問
の
対
抗
関
係
を
軸
に
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

光
緒
新
政
に
お
い
て
、
政
治
改
革
・
産
業
振
興
と
並
ん
で
重
要
な
位
置
を
占
め
た
の
が
教
育
改
革
で
あ
る
。
清
朝
は
光
冠
二
九
年
＝
月



清末湖南省長沙における地方教育行政の実態について（宮原）

（一

縺
Z
四
年
～
月
）
、
近
代
的
な
学
制
で
あ
る
「
奏
定
学
堂
章
程
」
を
発
布
し
、
全
人
民
へ
の
教
育
を
標
榜
す
る
学
堂
教
育
体
制
を
確
立
し
た
。

そ
し
て
、
全
国
の
学
堂
を
管
理
す
る
た
め
の
教
育
行
政
機
構
も
整
備
し
た
。
す
な
わ
ち
、
光
緒
三
二
年
（
一
九
〇
六
）
に
全
国
教
育
行
政
機
関

と
し
て
「
学
部
」
を
、
地
方
に
は
省
教
育
行
政
機
関
と
し
て
「
提
二
面
司
」
を
そ
れ
ぞ
れ
新
設
し
、
省
教
育
行
政
長
官
と
し
て
「
提
牛
使
」
を

任
命
し
た
の
で
あ
る
。

　
清
朝
は
学
堂
教
育
を
普
及
さ
せ
る
た
め
、
地
方
有
力
者
で
あ
る
郷
紳
層
の
協
力
を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
学
堂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

教
育
に
積
極
的
で
あ
っ
た
革
新
的
郷
紳
や
日
本
留
学
生
ら
は
、
清
朝
に
呼
応
し
て
学
堂
を
設
立
す
る
ほ
か
、
独
自
に
教
育
行
政
機
構
を
設
置
す

る
な
ど
、
教
育
行
政
に
参
与
し
て
い
っ
た
。
本
稿
で
は
、
高
田
幸
男
氏
の
近
年
の
所
論
を
参
照
し
、
革
新
的
郷
紳
・
日
本
留
学
生
・
国
内
学
堂

卒
業
者
な
ど
、
学
堂
教
育
体
制
に
よ
っ
て
新
た
に
形
成
さ
れ
た
「
教
育
界
」
（
史
料
上
で
は
「
学
界
」
）
を
主
体
的
に
掲
う
新
し
い
知
識
人
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

「
教
育
界
人
士
」
と
総
称
す
る
。

　
清
末
の
教
育
近
代
化
過
程
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
、
先
行
研
究
で
は
官
・
紳
・
民
衆
の
関
係
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
阿
部
洋
氏
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

官
と
紳
と
を
一
体
の
も
の
と
み
な
し
、
官
・
紳
の
教
育
行
政
や
そ
の
「
腐
敗
」
に
対
す
る
民
衆
の
反
発
、
と
い
う
図
式
を
描
き
出
し
た
。
こ
れ

に
対
し
、
高
田
幸
男
氏
や
朱
鵬
氏
は
官
と
紳
を
分
離
し
、
江
蘇
省
の
郷
紳
層
（
高
田
氏
は
「
地
域
エ
リ
ー
ト
」
と
呼
称
）
に
焦
点
を
当
て
る
。
そ

し
て
、
官
と
は
独
立
し
た
彼
ら
の
教
育
活
動
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
を
論
じ
、
阿
部
氏
の
描
く
「
腐
敗
」
し
た
郷
紳
像
と
は
異
な
る
、
教
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

近
代
化
に
尽
力
す
る
郷
紳
像
を
描
き
出
し
た
。
ま
た
、
藤
谷
同
軸
氏
は
官
・
紳
・
民
衆
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
論
理
が
あ
り
、
教
育
改
革
も
そ
れ

ら
の
論
理
と
官
僚
と
の
協
調
・
対
抗
と
い
う
観
点
か
ら
重
層
的
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
科
挙
廃
止
後
の
社
会
的
統
合
と
拡
散

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
面
か
ら
清
末
年
初
の
湖
南
省
に
お
け
る
教
育
改
革
の
推
移
を
概
述
し
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
う
け
、
筆
者
が
問
題
と
す
る
の
は
清
末
の

地
方
教
育
行
政
に
お
け
る
官
・
事
事
の
関
係
、
す
な
わ
ち
省
教
育
行
政
長
官
で
あ
る
提
学
事
と
教
育
界
人
士
と
の
関
係
で
あ
る
。

　
光
緒
薪
政
全
般
に
お
い
て
、
当
初
は
官
・
紳
間
の
関
係
は
協
調
的
で
あ
っ
た
が
、
越
路
問
題
な
ど
を
契
機
と
す
る
立
憲
運
動
の
高
ま
り
と
と

も
に
両
者
の
矛
盾
が
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
多
く
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
教
育
の
分
野
に
お
い
て
も
、
と
く
に
宣
統

ユ07 （729）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

年
間
に
お
け
る
清
朝
と
全
国
教
育
界
人
士
と
の
対
抗
関
係
が
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
宣
統
年
間
に
全
国
教
育

界
が
活
性
化
す
る
う
え
で
の
、
教
育
分
野
固
有
の
要
因
は
果
た
し
て
何
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
提
学
使
と
教
育
界
人
士
の
関

係
を
軸
に
地
方
教
育
行
政
の
実
態
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
両
者
の
関
係
に
重
点
を
お
い
た
研
究
は
管
見
の
限
り
見
あ
た
ら
な
い
。

　
以
上
の
問
題
関
心
に
よ
り
、
筆
者
が
考
察
の
申
心
に
据
え
る
の
は
、
光
緒
三
二
年
以
降
の
地
方
教
育
行
政
に
お
け
る
提
学
使
と
教
育
界
人
士

と
の
関
係
、
と
く
に
両
者
の
対
抗
関
係
で
あ
る
。
筆
者
は
前
出
で
、
先
述
の
高
田
氏
や
朱
氏
と
同
様
の
観
点
か
ら
、
湖
南
省
長
沙
の
民
立
学
堂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

お
よ
び
そ
の
教
職
員
に
焦
点
を
当
て
、
彼
ら
を
中
心
に
教
育
界
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
稿
で
は
、
事
例
研
究
と
し

て
ひ
き
つ
づ
き
湖
南
省
長
沙
を
対
象
と
し
、
官
・
愚
智
の
対
抗
関
係
を
軸
に
地
方
教
育
行
政
の
実
態
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
湖
南
省
に
お
い
て
提
学
使
は
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
教
育
行
政
を
実
施
し
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
に
対
し
て
教
育
界
人
士
は
ど
の
よ
う

な
問
題
意
識
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
解
決
を
図
ろ
う
と
し
た
の
か
、
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
な
お
、
筆
者
が
湖
南
省
長
沙
を
考
察
の
対
象
と
す
る
理
由
、
す
な
わ
ち
清
末
毘
初
に
お
け
る
湖
南
の
位
置
づ
け
を
こ
こ
で
明
確
に
し
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
。
教
育
の
面
に
つ
い
て
い
え
ば
、
近
年
研
究
の
進
展
が
著
し
い
江
蘇
・
漸
江
な
ど
沿
岸
部
の
先
進
性
に
比
べ
、
経
済
的
に
や
や

遅
れ
た
長
江
中
流
域
に
属
す
る
湖
南
は
と
り
わ
け
先
進
的
と
は
雷
い
が
た
い
。
で
は
湖
南
の
特
色
は
何
か
と
い
う
と
、
地
方
自
治
お
よ
び
教
育

に
対
す
る
地
方
紳
士
の
関
心
の
強
さ
に
あ
る
。
湖
南
は
君
国
藩
以
来
、
紳
権
の
伸
張
が
著
し
く
、
清
末
お
よ
び
民
国
期
に
お
け
る
湖
南
紳
士
の

地
方
自
治
に
対
す
る
強
い
関
心
、
そ
し
て
保
守
・
革
新
両
派
の
角
逐
の
激
し
さ
は
っ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
筆
者
は
、
先
述
の
藤
谷
氏

が
指
摘
す
る
「
湖
南
省
と
い
う
一
地
域
の
問
題
が
、
当
時
の
中
国
の
地
域
社
会
が
直
面
し
た
課
題
を
集
約
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
」
と
い
う
観
点
に
同
意
す
る
も
の
で
あ
り
、
近
代
中
国
に
お
け
る
教
育
近
代
化
過
程
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
、
湖
南
教
育
界
人
士

の
あ
り
方
は
極
め
て
重
要
な
事
例
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
本
稿
は
次
の
よ
う
な
構
成
を
と
る
。
第
一
章
で
は
、
湖
南
に
お
け
る
官
の
教
育
行
政
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
湖
南
心
学
使
の
呉
慶

嘉
に
よ
る
教
育
行
政
を
中
心
に
考
察
す
る
。
第
二
章
で
は
、
官
の
教
育
行
政
に
対
す
る
教
育
界
人
士
の
問
題
意
識
や
、
ど
の
よ
う
な
解
決
策
が

108 （730）

塾



提
示
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
宣
統
元
年
（
一
九
〇
九
）
に
開
催
さ
れ
た
湖
南
諮
議
局
の
教
育
関
係
議
決
案
を
中
心
に
考
察
す
る
。

ま
た
、
そ
の
議
決
案
が
官
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
か
も
あ
わ
せ
て
検
討
し
た
い
。
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①
本
稿
は
清
末
湖
南
省
研
究
と
近
代
中
国
教
育
史
研
究
の
蓄
積
の
う
え
に
成
り
立

　
っ
て
い
る
。
「
革
新
的
煎
子
」
「
保
守
的
郷
紳
」
の
位
取
づ
け
に
つ
い
て
は
、
曽
田

　
三
郎
氏
に
よ
る
清
末
湖
南
省
研
究
の
所
論
に
し
た
が
う
。
す
な
わ
ち
、
「
郷
紳
扁

　
と
は
科
挙
合
格
者
・
科
挙
受
験
有
資
格
者
・
退
職
官
僚
等
か
ら
な
る
地
方
有
力
者

　
と
い
う
意
味
で
使
用
す
る
。
そ
し
て
郷
紳
の
う
ち
、
光
一
新
政
期
の
教
育
改
革
・

　
政
治
改
革
に
積
極
的
に
関
わ
っ
た
者
を
「
革
薪
的
郷
紳
」
、
消
極
的
も
し
く
は
否

　
定
的
で
あ
っ
た
著
を
「
保
守
的
語
群
」
と
位
置
づ
け
る
。
曽
田
三
郎
「
辛
亥
革
命

　
前
の
諸
改
革
と
湖
南
」
（
横
山
下
編
『
中
国
の
近
代
化
と
地
方
政
治
』
、
勤
草
轡
房
、

　
一
九
八
五
年
、
所
収
）
。

②
本
来
、
「
教
育
界
人
士
」
と
は
、
「
教
育
界
に
所
属
す
る
人
々
」
を
広
く
示
す
中

　
立
的
な
も
の
で
、
教
育
界
の
な
か
の
特
定
の
勢
力
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
本
稿

　
で
は
、
高
田
幸
男
氏
に
よ
る
近
年
の
所
論
、
す
な
わ
ち
伝
統
的
知
識
入
（
高
聞
氏

　
の
い
う
「
地
域
エ
リ
ー
ト
」
）
が
近
代
教
育
に
関
す
る
知
識
を
受
容
す
る
こ
と
で

　
「
教
育
界
人
士
」
へ
と
改
造
さ
れ
る
、
と
い
う
理
解
（
高
田
幸
男
「
江
蘇
教
育
会

　
と
清
宋
民
初
の
政
治
構
造
」
『
明
大
ア
ジ
ア
史
論
集
』
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
五

　
年
）
を
参
考
に
、
「
教
育
界
人
士
」
を
限
定
的
な
用
語
と
し
て
設
定
す
る
。
こ
れ

　
は
、
筆
者
が
教
育
界
に
つ
い
て
、
¶
狭
義
の
教
育
界
」
と
「
広
義
の
教
育
界
」
を

　
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
前
者
は
、
本
稿
で
言
及
す
る
「
教
育
界
人

　
士
」
が
該
当
す
る
。
後
者
は
、
学
堂
教
育
に
関
わ
る
者
す
べ
て
を
指
し
、
狭
義
の

　
教
育
毒
す
な
わ
ち
教
育
界
人
士
の
ほ
か
、
清
朝
の
教
育
行
政
人
員
、
保
守
的
郷
紳

　
や
保
守
的
教
職
員
層
、
さ
ら
に
は
学
生
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
本
稿
に
お

　
け
る
「
教
育
界
人
士
」
は
、
広
義
の
教
育
界
す
べ
て
を
代
表
す
る
勢
力
で
は
な
い

　
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
。

③
阿
部
洋
噸
中
国
近
代
学
校
史
研
究
－
清
末
に
お
け
る
近
代
学
校
制
度
の
成
立

　
過
程
1
』
（
福
村
出
版
、
一
九
九
三
年
）
、
序
章
（
初
出
一
九
六
二
年
）
・
第
一

　
章
（
初
出
一
九
六
六
年
）
・
第
二
章
（
初
出
㎝
九
六
五
年
）
・
第
四
章
（
初
出
一

　
九
六
二
年
お
よ
び
一
九
七
五
年
）
。

④
高
田
幸
男
「
清
末
地
域
社
会
と
近
代
教
育
の
導
入
－
無
錫
に
お
け
る
「
教
育

　
界
」
の
形
成
1
」
（
神
田
信
夫
先
生
古
稀
記
念
論
集
編
纂
委
員
会
編
『
神
田
信

　
夫
先
生
古
稀
記
念
論
集
　
清
朝
と
東
ア
ジ
ア
㎞
、
山
川
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、

　
所
収
）
、
最
密
「
清
末
・
民
初
中
国
に
お
け
る
地
方
学
堂
の
成
立
過
程
に
つ
い
て

　
1
江
蘇
省
川
沙
県
の
場
合
を
中
心
と
し
て
一
」
門
日
本
の
教
育
史
学
』
第
三

　
七
集
、
一
九
九
四
年
、
お
よ
び
高
田
幸
男
「
江
蘇
教
育
総
会
の
誕
生
一
教
育
界

　
に
見
る
清
末
中
国
の
地
方
政
治
と
地
域
エ
リ
ー
ト
ー
」
門
駿
台
史
学
㎞
第
一
〇

　
三
号
、
一
九
九
八
年
、
同
「
二
〇
世
紀
初
頭
、
中
国
長
江
下
流
域
に
お
け
る
教
育

　
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
研
究
－
江
蘇
学
務
総
会
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
の
初

　
歩
的
考
察
1
」
『
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
第
五
〇
冊
、
二
〇
〇
二

　
年
。

⑤
藤
谷
浩
悦
「
清
末
民
初
の
教
育
改
革
と
湖
南
省
1
「
教
」
と
「
治
」
の
乖
離

　
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
野
口
聖
堂
編
『
中
国
史
に
お
け
る
教
と
国
家
』
、
雄
山
閣
出

　
版
、
一
九
九
四
年
、
所
収
）
。

⑥
小
林
宏
己
氏
は
、
江
蘇
を
中
心
と
す
る
各
省
教
育
会
に
焦
点
を
当
て
、
宣
統
年

　
間
に
お
け
る
各
省
教
育
総
会
連
合
会
や
中
央
教
育
会
の
開
催
な
ど
、
立
憲
派
を
中

　
心
と
す
る
全
国
教
育
界
が
活
性
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
小
林
宏

　
己
「
清
末
政
治
と
教
育
会
」
『
史
書
撫
第
二
三
二
～
四
合
併
号
、
一
九
七
七
年
。

　
ま
た
、
教
育
に
対
す
る
官
と
教
育
界
人
士
の
思
惑
の
ず
れ
を
も
っ
と
も
象
徴
す
る

　
事
例
と
し
て
、
「
学
堂
奨
励
」
を
め
ぐ
る
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。
早
川
敦
「
清
末

　
の
学
堂
奨
励
に
つ
い
て
一
近
代
学
制
導
入
期
に
お
け
る
科
挙
と
学
堂
の
あ
い
だ
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1
」
州
東
洋
史
研
旧
誼
』
鯨
韮
山
ハ
ニ
県
南
一
二
口
写
、
二
〇
〇
一
二
年
。

⑦
拙
稿
「
清
末
湖
南
省
長
沙
に
お
け
る
罠
立
学
堂
の
設
立
と
新
教
育
界
の
形
成
に

つ
い
て
一
胡
元
三
と
明
徳
学
堂
を
中
心
に
…
」

第
二
号
、
二
〇
〇
㎜
二
年
。

『
東
洋
史
研
引
究
隔
第
六
二
巻

110 （732）

第
【
章
　
官
に
よ
る
湖
南
教
育
行
政
の
実
態

第
一
節
　
光
緒
新
政
当
初
の
教
育
行
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ま
ず
、
光
緒
新
政
当
初
に
お
け
る
湖
南
の
教
育
行
政
を
、
先
行
研
究
に
依
拠
し
な
が
ら
述
べ
る
。

　
光
緒
二
七
年
（
一
九
〇
～
）
八
月
、
全
国
の
書
院
を
学
堂
に
改
製
せ
よ
と
の
上
諭
が
下
る
と
、
湖
南
巡
撫
愈
廉
三
は
二
方
面
の
政
策
を
実
施

し
た
。
ひ
と
つ
は
、
改
革
を
推
進
す
る
方
向
と
い
え
る
、
官
費
留
学
生
の
派
遣
で
あ
る
。
官
費
留
学
生
は
帰
国
後
、
そ
の
多
く
が
「
学
務
」
す

な
わ
ち
教
育
行
政
に
参
与
し
た
。
彼
ら
の
活
動
を
支
持
し
た
革
新
的
郷
紳
の
中
心
入
物
が
華
墨
閾
で
あ
る
。
彼
は
B
本
留
学
生
の
胡
元
俵
が
設

立
し
た
明
徳
学
堂
の
支
援
を
皮
切
り
に
、
湖
南
の
学
務
に
積
極
的
に
参
与
し
、
立
憲
派
と
し
て
の
基
盤
を
築
い
て
い
っ
た
。
一
方
、
愈
廉
三
の

政
策
の
も
う
ひ
と
つ
は
、
い
わ
ば
改
革
に
逆
流
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
主
要
な
書
院
の
保
存
で
あ
る
。
湖
南
の
保
守
的
郷
紳
は
、
学
者

と
し
て
著
名
な
王
先
謙
や
葉
徳
輝
ら
を
中
心
と
す
る
。
彼
ら
は
余
廉
三
と
謀
り
、
嶽
麓
書
院
な
ど
の
著
名
な
書
院
を
あ
く
ま
で
保
存
し
よ
う
と

し
た
。
保
守
的
郷
紳
の
存
在
は
、
学
堂
普
及
に
と
っ
て
大
き
な
阻
害
要
因
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
状
況
を
打
破
し
た
の
が
、
余
廉
三
に
代
わ
り
湖
南
巡
撫
と
な
っ
た
下
灘
巽
で
あ
る
。
彼
は
学
堂
を
普
及
さ
せ
る
た
め
、
光
緒
二
九
年

（一

縺
Z
三
）
一
〇
月
、
嶽
麓
書
院
を
高
等
学
堂
に
、
城
南
書
院
を
師
範
学
堂
に
、
求
忠
書
院
を
忠
藩
中
学
堂
に
改
設
す
る
措
置
を
と
っ
た
。

こ
う
し
て
、
湖
南
省
城
の
主
要
な
書
院
は
み
な
甲
立
学
堂
と
な
っ
て
奏
定
学
堂
章
程
の
体
系
内
に
組
み
込
ま
れ
、
書
院
を
拠
点
と
す
る
保
守
派

勢
力
は
そ
の
影
響
力
を
大
き
く
減
じ
た
の
で
あ
る
。

　
趙
爾
巽
以
後
、
湖
南
垂
下
は
短
期
間
に
陸
元
鼎
・
端
方
・
鹿
緯
書
と
入
れ
替
わ
る
が
、
彼
ら
四
人
の
巡
撫
の
も
と
で
湖
南
教
育
行
政
を
推
進



清末湖南省長沙における地方教育行政の実態について（宮原）

　　　　　　　　　　　　　表1　湖南全省における学堂数の増加

学堂
光緒28年

i1902）

光緒29年

i1903）

光緒30年

i1904）

光緒31年

i1905）

光緒32年

iエ906）

光緒33年
iユ907）

中学堂 4 15 19 26 31 39

高等小学堂 ll 38 51 71 98 128

両等小学堂 3 8 13 29 64 94

初等小学堂 5 12 36 109 250 419

出典：学部総務三編『第一次教育統計図表』（文海出版社，近代中国史料叢刊三編第10輯）より

作成。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
た
の
が
、
湖
南
学
務
処
総
辮
の
張
鶴
齢
で
あ
る
。
学
堂
教
育
体
制
の
草
創
期
に
あ
っ
て
、
省
教
育
行
政

長
官
た
る
彼
に
求
め
ら
れ
た
も
の
は
、
学
堂
を
数
多
く
普
及
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
の
教
育
行
政
の

特
徴
を
端
的
に
い
え
ば
、
胡
群
長
ら
教
育
界
人
士
の
民
器
学
堂
を
保
護
し
、
ま
た
革
命
派
ま
で
も
擁
護
し

　
　
　
　
　
③

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
保
守
的
郷
紳
の
反
発
を
招
い
た
。
保
守
六
郷
紳
は
伝
統

的
社
会
秩
序
を
維
持
す
べ
く
、
標
準
に
働
き
か
け
て
差
立
学
堂
の
閉
鎖
や
旧
学
の
保
存
を
訴
え
た
が
、
科

挙
の
廃
止
に
よ
る
学
堂
教
育
体
制
の
一
本
化
と
い
う
清
朝
の
方
針
は
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
張
鶴
齢

の
教
育
行
政
に
よ
り
学
堂
数
は
徐
々
に
増
加
し
た
（
国
表
一
】
参
照
）
が
、
そ
の
一
方
で
、
彼
の
教
育
行
政

は
湖
南
の
地
域
社
会
に
大
き
な
問
題
を
残
し
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
学
生
の
間
で
革
命
言
説
が
流
布
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

地
域
社
会
の
伝
統
的
秩
序
が
乱
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
以
上
、
光
緒
新
政
当
初
の
湖
南
教
育
行
政
に
お
け
る
官
・
紳
間
の
関
係
を
ま
と
め
る
と
、
官
と
教
育
界

人
士
の
協
調
、
そ
れ
に
対
す
る
保
守
的
郷
紳
の
反
発
、
と
い
う
図
式
で
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
二
節
　
湖
南
尊
爵
使
呉
慶
抵
の
教
育
行
政

　
光
緒
三
一
年
（
一
九
〇
五
）
の
科
挙
廃
止
に
よ
っ
て
、
教
育
体
系
が
学
堂
教
育
に
一
本
化
さ
れ
た
の
ち
、

全
国
の
教
育
行
政
を
主
管
す
る
機
関
と
し
て
、
清
朝
は
光
緒
三
二
年
（
　
九
〇
六
）
に
学
部
を
設
置
し
た
。

ま
た
、
地
方
教
育
行
政
機
関
と
し
て
各
省
に
提
学
使
司
を
設
置
し
、
あ
わ
せ
て
省
教
育
行
政
長
官
た
る
提

指
使
を
任
命
し
た
。
こ
う
し
て
、
湖
南
提
学
堂
に
任
命
さ
れ
た
の
が
呉
慶
抵
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
先
行
研
究
で
は
、
湖
南
に
お
け
る
各
種
学
堂
の
普
及
状
況
を
詳
述
し
た
研
究
は
多
数
に
の
ぼ
る
。
し
か

し
、
提
学
使
呉
歳
計
を
中
心
に
、
彼
の
教
育
行
政
の
全
体
像
を
描
い
た
も
の
は
管
見
の
限
り
見
あ
た
ら
な
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い
。
よ
っ
て
本
節
で
は
、
清
末
に
お
け
る
地
方
教
育
行
政
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
湖
南
提
国
使
琵
琶
抵
（
在
任
期
間
は
下
緒
三
二
年
冬

か
ら
宣
統
二
年
春
ま
で
）
の
教
育
行
政
の
全
体
像
を
再
構
成
す
る
。

　
平
蕪
抵
、
字
子
修
（
子
脩
と
も
）
、
諸
等
省
銭
分
県
の
人
で
あ
る
。
道
光
二
七
年
（
一
八
四
七
）
生
ま
れ
、
光
堂
一
二
年
（
一
八
八
六
）
進
士
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

な
る
。
以
後
、
四
川
学
政
、
湖
南
学
政
兼
言
政
使
、
政
務
三
線
辮
を
経
て
、
光
緒
三
二
年
（
一
九
〇
六
）
湖
南
提
学
使
の
任
に
就
く
。

　
そ
れ
で
は
、
省
教
育
行
政
長
官
と
し
て
の
呉
慶
抵
は
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
人
物
と
考
え
る
の
が
よ
い
か
。
そ
も
そ
も
学
部
は
算
学
使
の
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

選
の
際
、
「
心
術
純
正
に
し
て
時
務
に
通
達
し
た
、
学
務
処
総
辮
な
ど
学
務
経
験
が
豊
富
な
者
」
を
基
準
に
し
た
。
先
述
の
と
お
り
、
呉
慶
抵

は
「
学
政
」
す
な
わ
ち
地
方
に
お
け
る
科
挙
の
試
験
監
督
の
任
を
二
度
務
め
て
お
り
、
た
と
え
ば
四
川
学
政
の
と
き
に
は
、
生
員
ひ
と
り
ひ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

り
の
容
貌
と
名
前
を
管
理
し
て
不
正
を
予
防
す
る
な
ど
、
そ
の
職
務
に
熱
心
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
湖
南
提
学
殖
に
任
命
さ
れ
た
後
、
留

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

学
歴
が
な
か
っ
た
彼
は
他
の
提
学
使
と
と
も
に
三
ヶ
月
あ
ま
り
日
本
の
教
育
行
政
を
視
察
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
呂
順
長
氏
の
研
究
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
、
こ
の
日
本
視
察
中
、
呉
慶
抵
は
教
育
へ
の
関
心
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
う
。
以
上
か
ら
、
彼
は
教
育
に
無
関
心
で
は
な
く
、
ま
た
学

堂
教
育
に
反
対
す
る
頑
固
な
保
守
派
で
も
な
い
と
い
え
る
。

　
た
だ
、
呉
慶
抵
の
個
性
と
し
て
看
過
で
き
な
い
の
は
、
保
守
的
重
書
王
先
謙
と
の
繋
が
り
で
あ
る
。
彼
が
進
士
に
及
第
し
た
際
の
座
主
（
主

席
試
験
官
）
が
王
先
謙
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
彼
は
王
家
謙
を
師
と
し
て
常
に
敬
愛
し
て
い
た
と
い
う
。
参
審
抵
が
そ
の
個
性
と
し
て
保
守
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

傾
向
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
の
教
育
行
政
の
実
態
を
分
析
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
呉
慶
抵
は
光
緒
三
二
年
（
一
九
〇
六
）
冬
、
湖
南
に
赴
任
し
た
。
こ
こ
で
、
提
学
使
の
職
務
お
よ
び
権
限
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
提
学
使
は

総
督
・
巡
撫
の
管
轄
下
に
属
し
、
　
省
の
教
育
行
政
を
主
管
す
る
。
ま
た
、
教
育
行
政
全
般
に
関
し
て
は
、
総
督
・
馬
上
を
通
じ
て
随
時
学
部

に
報
告
し
て
学
部
の
審
査
を
受
け
る
。
そ
し
て
、
小
学
堂
か
ら
高
等
学
堂
に
至
る
ま
で
の
堂
長
・
監
督
（
と
も
に
現
在
の
校
長
職
に
あ
た
る
）
や
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

学
務
公
所
（
後
述
）
の
議
紳
お
よ
び
課
長
以
下
の
職
員
の
任
免
権
な
ど
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
清
朝
が
視
学
使
に
課
し
た
任
務
と
は
、
儒
教

的
倫
理
を
中
核
に
据
え
た
清
朝
体
制
維
持
を
目
的
と
す
る
地
方
教
育
行
政
を
、
学
部
の
教
育
法
令
に
基
づ
い
て
統
一
的
に
実
施
す
る
こ
と
で
あ
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つ
た
と
い
え
る
。

　
そ
れ
で
は
、
呉
慶
抵
が
湖
南
で
ど
の
よ
う
な
教
育
行
政
を
実
施
し
た
か
。
呉
空
域
の
手
に
な
る
教
育
行
政
記
録
で
あ
る

　
⑬

略
』
な
ど
の
史
料
を
用
い
て
具
体
的
に
見
て
い
こ
う
。

『
湖
南
学
務
進
行
紀

清末湖南省長沙における地方教育行政の実態について（宮原）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
学
務
公
所
の
職
員
人
選

　
呉
慶
抵
の
教
育
行
政
の
実
態
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な
の
が
、
学
務
公
所
の
職
員
人
選
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
学
務
公
所
と
は
、
諸
学
使
司
の
下
に
お
か
れ
た
実
務
担
当
部
門
で
あ
る
。
総
務
・
普
通
・
専
門
・
実
業
・
図
書
・
会
計
の
六
課
に
分
か
れ
、

各
課
に
は
課
長
・
副
課
長
が
各
一
人
置
課
員
は
事
務
の
繁
閑
を
み
て
三
入
ま
で
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
学
務
公
所
に
は
議
長
が
一
人
目

議
紳
が
四
人
設
け
ら
れ
、
黒
門
使
を
補
佐
し
て
教
育
行
政
に
参
画
し
、
督
撫
の
諮
問
に
備
え
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
学
務
公
所
の
職
員
は
、

議
長
に
つ
い
て
は
各
省
督
撫
の
推
薦
を
受
け
た
う
え
で
学
部
が
任
用
し
、
山
程
お
よ
び
各
課
の
課
長
・
副
課
長
・
課
員
に
つ
い
て
は
提
学
使
が

任
用
す
る
。
各
職
員
の
資
格
に
関
し
て
は
、
議
長
・
議
紳
は
と
も
に
学
務
に
通
じ
た
者
を
選
ぶ
こ
と
、
各
課
の
課
長
・
副
課
長
・
課
員
は
、
中

学
堂
以
上
を
卒
業
し
、
あ
る
い
は
か
っ
て
師
範
学
科
を
修
得
し
、
な
ら
び
に
か
つ
て
学
堂
の
管
理
員
も
し
く
は
教
員
と
し
て
功
績
を
積
ん
だ
者

を
任
用
す
る
こ
と
、
と
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
職
員
の
人
選
に
関
し
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
官
は
当
地
の
紳
士
を
任
用
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
専
心
壕
は
ど
の
よ
う

な
人
物
を
職
員
に
任
命
し
た
か
。
以
下
、
職
員
の
う
ち
、
提
学
使
を
補
佐
し
て
教
育
行
政
に
参
画
す
る
と
い
う
職
務
を
有
す
る
議
長
お
よ
び
議

紳
を
中
心
に
考
察
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
呉
慶
賀
が
議
紳
に
任
命
し
た
人
物
は
、
趙
啓
霧
・
謳
延
命
・
凋
管
掌
・
曾
煕
で
あ
る
。
彼
ら
の
傾
向
を
見
て
み
る
と
、
課
延
關
・
静
置
は
早

緒
薪
政
当
初
よ
り
学
務
に
積
極
的
に
参
与
し
、
後
述
の
と
お
り
湖
南
教
育
総
会
の
中
核
と
な
っ
た
革
新
的
郷
紳
で
あ
る
。
｝
方
、
趙
啓
霧
は
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

時
解
か
れ
て
い
た
御
史
の
任
に
復
帰
し
た
ば
か
り
で
、
の
ち
に
呉
慶
抵
は
彼
に
惚
れ
込
ん
で
湖
南
高
等
学
堂
の
監
督
に
任
命
し
た
。
ま
た
、
爲
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表2　呉慶抵の官立学堂視察（光緒32年冬）

学堂名 教育課程 設備 経費 管理・規則 学風

高等学堂
旗科のみ。高等の

ｼ義にあわ如㌔

監督が頻類三

�ﾖ」綴みき

ﾃている。

漁鰍の
C風が深く

�ﾝ渡る。・

高等実業学堂
預稗のみ乾飯の

ﾛ程と関係ない。

平
凡
。
噛

乏しい。

法政学堂紳校 速成による。 、専用校舎なし・ 高しい．

中等農業学堂

速成蚕科ゆみ・普

U科冒は完備して

｢ない。

、　　平凡。

乏しい。．

中等工業学堂

学級あ変動多く、

ﾛ程の高下そろわ

ﾈい。

管理に熱心。

求腹中学堂 やや鷺しい。
省埋が緩みき

ﾁている9、

・あまり旗み

[くない。

模範初等小学堂

i蒙養院を附設）
大きな誤りない。

摩生数に対し

ﾄ浪費多セr・㌧

大きな誤りな

｢。

注：網掛けは要改善事項を示す。

出典：『湖南学務進行紀略」より作成。

錫
仁
は
当
時
学
生
た
ち
か
ら
、
一
先
謙
ら
と
同
じ
「
頑
固
党
」
に
分
類

さ
れ
て
い
た
ほ
か
、
王
国
謙
が
簡
易
小
学
堂
を
設
立
す
る
際
（
後
述
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
は
そ
の
計
画
に
参
与
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
趙
啓
霧
と
凋
錫
仁
は
、

保
守
的
傾
向
を
持
つ
呉
慶
抵
に
近
し
い
郷
紳
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
そ
し
て
、
議
長
に
任
命
さ
れ
た
の
が
、
湖
南
郷
紳
の
中
心
人
物
に
し

て
保
守
派
の
巨
頭
、
打
網
謙
で
あ
っ
た
。
儒
学
の
研
究
に
優
れ
た
彼
は
、

湖
広
総
督
張
之
洞
お
よ
び
湖
南
巡
撫
孟
春
莫
の
推
薦
を
経
て
、
「
学
術

は
純
正
で
、
博
く
古
今
に
通
じ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
議
長
に
選
出
さ
れ

　
　
　
　
⑱

た
の
で
あ
る
。
先
述
の
と
お
り
彼
は
呉
慶
坂
の
師
で
あ
り
、
こ
の
人
選

は
呉
慶
低
の
望
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
従
来
の
研
究
で
は
、
王
先
謙
は
教
育
改
革
に
関
心
が
薄
く
、
湖
南
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

学
務
は
謳
延
闘
ら
革
新
的
三
三
が
主
導
し
た
と
い
わ
れ
る
。
た
し
か
に

出
先
謙
の
三
訂
年
譜
に
よ
る
と
、
彼
は
教
育
行
政
へ
の
参
画
に
は
非
常

に
消
極
的
で
、
．
議
長
の
職
も
辞
そ
う
と
し
て
果
た
せ
な
か
っ
た
と
い
う
。

そ
こ
で
、
彼
は
学
務
公
所
議
長
と
し
て
の
夫
馬
装
（
手
当
）
を
す
べ
て

寄
付
し
て
簡
易
小
学
堂
を
設
立
さ
せ
た
。
そ
の
後
、
上
上
二
年
（
一
九

一
〇
）
末
ま
で
毎
年
、
門
馬
銀
を
学
務
公
所
に
寄
付
し
つ
づ
け
た
の
で

　
⑳

あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
従
来
の
研
究
で
は
革
新
的
郷
紳
に
よ
る
学
務
主
導

が
指
摘
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
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清末湖南省長沙における地方教育行政の実態について（宮原）

表3官立学堂の「改善」（宣統2年春時点）

学堂名 分野 実施内容

高等学堂

管理・規則・学風一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　　　　　　　　　一

@　課程
�盾R3年（1907）冬、正科設置。中学卒業者60人を選抜。

ｩ国元年G909）夏、山科廃止。正科生ユ40人を選抜。

高等実業学堂

　　課程

@　　　一　　　一　　　一　　　　　　　一　　　　　　　｝　　　一　　　一

@　設備

｡後の計画

高等教員を招聰し、一問の学習レベルを向上させる。

{科開設時、特別費ユ4，000両を発給し、校舎修理および機械の

體揩Q年G910）時点、実業工場を建築中。また工業教員講習所

�告ﾝし、応用化学科・金工木工科教員を養成。

法政学堂紳校

　　課程

黶@　　｝　　　一　　　一　　　一　　　一　　　｝　　　｝　　　｝　　　｝

@　経費一　　　一　　　一　　　｝　　　一　　　一　　　一　　　｝　　　｝　　　｝

@　設備

光緒33年（1907）冬、法政別科・講習科（各科2班ずつ）設遣。

?撫に建築費を申請し、法政学堂校舎を建築（宣統2年上学期
ﾉ完成）。

議論農業学堂

　　課程

黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　｝　　　欄　　　　㎜

@　設備一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　｝　　　｝　　　｝

@　経費一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一

｡後の計画

懸緒33年（1907）夏、定員を増加し蚕科永久班を増設。光緒34年

i1908）夏、速成科廃止。また試験場を整理、専科教員を招聰し

_業教員教習所を附設。

中等工業学堂

　質課程

@　設備
黶@　　｝　　　一　　　｝　　　一　　　㎜　　　剛　　　｝　　　｝　　　一

@　経費

光緒33年（1907）、預科生募集。光緒34年（1908）冬、芸徒学堂停

ﾁ別費5，000両および経常費3千数百両を用い、実習工場建造

?年徐々に増加させ、宣統2年（1910）には15，000両に。

求忠中学堂

管理・規則・学風

黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一

@今後の計画

「幽翠各生」を追放。学務に明達な士紳を監督に任命。銀
P，500両を奨学金として毎年支給。学生は学業を修め、「進歩が

w二士紳の要望を受け、在校生の卒業後、原有の校舎・経費で

?等商業学堂に改設。

模範初等小学堂

i闇闇院を附設）

管理・規則

黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　　一　　　一　　　一　　　一

｡後の計画

学務に明達な二二を選んで堂長に任命。学生定数を増加。在校

ｳ糖の校舎・経費で、目立女子師範学堂に改設。

注：宣統2年（1910）時点における省城官立学堂は表のほか，優級師範学堂・医学堂・景賢法政

学堂・成徳法政学堂・達材存古学堂・中路師範学堂がある。うち，呉慶壕の報告にあるのは表

のほか二級師範学堂のみ。

出典：『湖南学務進行紀略』より作成。
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宣
統
二
年
末
ま
で
毎
年
、
王
手
謙
に
学
務
公
所
議
長
と
し
て
の
夫
馬
面
が
支
給
さ
れ
続
け
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
名

目
上
の
み
で
あ
れ
、
保
守
派
の
彼
が
宣
統
二
年
末
ま
で
議
長
の
職
に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
呉
慶
抵
は
学
務
に
関
す
る
こ
と
を
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

く
れ
と
な
く
岩
燕
謙
に
相
談
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
筆
者
は
こ
こ
に
、
湖
南
の
教
育
行
政
に
お
け
る
保
守
下
郷
紳
の
影
響
力
の
存
在
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
。
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二
、
省
城
学
堂
の
管
理
強
化

　
次
に
、
呉
慶
抵
に
よ
る
地
方
教
育
行
政
の
実
態
を
、
省
城
の
学
堂
管
理
と
い
う
側
面
か
ら
考
察
す
る
。

　
呉
慶
抵
は
、
湖
南
到
着
後
に
ま
ず
省
城
の
官
立
学
堂
を
視
察
し
た
。
こ
の
視
察
で
彼
が
見
い
だ
し
た
の
は
、
官
立
学
堂
の
「
管
理
不
全
」
で

あ
る
。
【
表
二
】
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
と
お
り
、
彼
は
各
学
堂
を
教
育
課
程
・
経
費
・
管
理
・
学
風
の
面
で
分
析
し
、
問
題
点
を
指
摘
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
学
生
た
ち
の
革
命
言
説
や
、
教
育
経
費
の
不
足
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
呉
慶
抵
は
学
務
公
所
の
職
員
人
選
後
、
省

城
の
各
学
堂
の
管
理
強
化
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
は
官
立
学
堂
で
あ
る
。
彼
は
自
ら
指
摘
し
た
問
題
点
に
対
し
て
、
【
急
結
】
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
対
策
を
講
じ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

く
つ
か
は
、
『
学
部
宮
報
』
に
よ
っ
て
政
策
決
定
過
程
を
確
認
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
高
等
学
堂
の
正
科
新
設
や
高
等
実
業
学
堂
の
本
科

　
⑳

新
設
な
ど
は
、
ま
ず
歯
石
抵
が
湖
南
の
実
情
に
応
じ
て
立
案
し
、
教
育
課
程
や
授
業
時
間
数
、
教
科
書
、
入
学
さ
せ
る
学
生
数
や
教
職
員
な
ど

の
詳
細
を
、
督
撫
を
通
じ
て
学
部
に
報
告
す
る
。
そ
し
て
学
部
が
そ
れ
ら
に
対
す
る
修
正
点
を
提
学
使
に
指
摘
す
る
、
と
い
う
過
程
を
経
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
【
表
更
】
の
立
て
直
し
は
、
呉
慶
祥
が
主
体
的
に
計
画
立
案
し
、
学
生
数
な
ど
の
微
調
整
は
学
部
の
指
摘
に
従
っ

た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
そ
し
て
官
立
学
堂
の
ほ
か
、
光
緒
三
三
年
（
一
九
〇
七
）
以
降
、
省
城
の
民
立
学
堂
に
対
し
て
も
管
理
を
強
化
し
た
。
彼
は
視
学
員
を
派
遣

し
て
民
立
学
堂
を
視
察
さ
せ
、
そ
の
報
告
を
帳
簿
に
ま
と
め
て
学
部
に
提
出
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
、
二
面
・
長
沙
府
・
長
沙
県
・
善
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化
身
の
各
官
立
学
堂
の
帳
簿
や
、
官
費
に
よ
る
経
費
補
助
を
受
け
て
い
る
一
〇
か
所
の
省
城
罠
立
学
堂
に
関
す
る
帳
簿
を
作
成
し
、
再
び
学
部

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
学
堂
管
理
に
お
け
る
提
学
使
と
学
部
の
関
係
も
興
味
深
い
。
と
い
う
の
は
、
呉
慶
域
は
各
学
堂
の
帳
簿
の
内

容
に
つ
い
て
「
章
程
違
反
の
部
分
は
な
い
」
と
の
判
断
を
下
し
て
い
た
が
、
学
部
は
そ
の
帳
簿
を
精
査
し
た
う
え
で
、
官
立
・
民
立
各
学
堂
に

対
し
、
授
業
科
目
や
授
業
時
間
数
、
教
職
員
の
名
目
や
人
数
に
つ
い
て
こ
と
細
か
に
改
善
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
湖
南
の
各

学
堂
は
理
学
使
呉
慶
抵
に
よ
る
管
理
の
ほ
か
、
さ
ら
に
学
部
に
よ
る
審
査
を
経
て
、
よ
り
一
層
清
朝
の
意
向
通
り
に
統
制
さ
れ
る
仕
組
み
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
以
上
の
よ
う
な
呉
慶
域
の
学
堂
統
制
に
よ
り
、
湖
南
に
お
け
る
学
堂
の
「
風
潮
」
（
騒
動
）
は
止
ん
だ
と
い
わ
れ
る
。
た
し
か
に
睾
丸
抵
が

実
施
し
た
教
育
行
政
は
、
弛
緩
し
た
官
立
学
堂
の
「
再
興
」
で
あ
り
、
学
堂
教
育
の
「
発
展
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
三
．
節
　
優
級
師
範
学
堂
設
立
に
対
す
る
教
育
界
人
士
の
反
応

　
前
節
で
は
、
農
学
使
呉
慶
坂
に
よ
る
地
方
教
育
行
政
の
実
態
を
考
察
し
た
。
そ
れ
で
は
、
湖
南
の
教
育
界
人
士
は
呉
慶
抵
の
教
育
行
政
を
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
よ
う
に
評
価
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
が
、
呉
慶
雲
に
よ
る
宮
立
撃
級
師
範
学
堂
の
設
立
過
程
で
起
こ
っ
た
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

件
で
あ
る
。
藤
谷
氏
は
官
に
よ
る
学
生
統
制
の
事
例
と
し
て
す
で
に
同
学
堂
を
考
察
し
て
お
り
、
筆
者
も
そ
の
見
解
に
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
本
節
で
は
、
教
育
界
人
士
が
官
の
教
育
行
政
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
事
例
と
し
て
、
藤
谷
氏

が
考
察
の
対
象
と
し
て
い
な
か
っ
た
事
件
、
す
な
わ
ち
鴬
語
師
範
学
堂
の
設
立
過
程
で
発
生
し
た
事
件
の
経
過
を
追
う
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
呉
慶
抵
が
湖
南
赴
任
後
に
直
面
し
た
問
題
の
ひ
と
つ
に
、
中
学
堂
の
多
さ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
藤
谷
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
教
育
界
人
士

が
中
学
堂
の
設
立
に
大
き
な
利
害
を
見
い
だ
し
て
い
た
た
め
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
中
学
堂
の
多
さ
が
原
因
で
薪
た
な
問
題
が
生
ま
れ
て
い
た
。

ひ
と
つ
は
中
学
堂
卒
業
者
の
進
学
先
不
足
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
中
学
堂
教
職
員
の
不
足
で
あ
る
。
こ
の
た
め
呉
霊
域
は
前
者
に
対
し
て
は
、

中
学
堂
卒
業
者
の
受
け
皿
と
し
て
高
等
学
堂
正
科
を
開
学
さ
せ
た
。
そ
し
て
後
者
に
村
し
て
は
、
優
級
師
範
学
堂
を
新
設
し
て
、
葦
笛
師
範
選
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⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

科
班
を
お
く
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
呉
慶
抵
の
申
請
は
学
部
か
ら
若
干
の
修
正
点
を
指
摘
さ
れ
つ
つ
も
受
理
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
光
緒
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

四
年
（
～
九
〇
八
）
九
月
に
優
級
師
範
学
堂
が
開
学
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
優
級
師
範
学
堂
の
開
学
に
先
立
っ
て
問
題
が
発
生
し
た
。
そ
れ
は
、
三
島
師
範
学
堂
が
優
級
師
範
選
科
を
運
営
し
た
い
、
と
い
う

　
　
　
　
　
⑭

も
の
で
あ
っ
た
。
三
鼎
師
範
学
堂
と
は
、
虚
字
趙
爾
巽
の
と
き
に
設
立
さ
れ
た
中
路
師
範
学
堂
・
南
路
師
範
学
堂
・
西
霞
師
範
学
堂
の
総
称
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

い
ず
れ
も
官
立
学
堂
で
あ
る
。
呉
慶
塚
の
認
識
で
は
、
こ
れ
ら
直
路
師
範
学
堂
は
初
等
教
員
養
成
機
関
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、

彼
は
優
級
師
範
学
堂
を
設
立
す
る
と
い
う
案
件
を
す
で
に
「
聴
路
師
範
学
堂
に
通
達
し
て
処
理
済
み
」
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
光
麺
一
一
三
年

（
一
九
〇
七
）
秋
、
中
路
師
範
学
堂
の
監
督
か
ら
受
け
と
っ
た
盗
文
に
よ
る
と
、
「
本
堂
の
母
班
学
生
は
以
前
よ
り
文
科
・
理
科
に
分
け
て
授
業

し
て
い
る
。
光
緒
三
三
年
の
夏
休
み
ま
で
に
、
在
校
す
る
こ
と
五
学
期
で
あ
る
。
い
ま
、
こ
の
五
学
期
の
授
業
を
優
級
の
豆
科
一
年
と
み
な
し

て
、
本
年
下
学
期
よ
り
優
級
選
科
に
昇
級
さ
せ
、
二
年
で
卒
業
さ
せ
た
い
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
三
鼎
師
範
学
堂
か
ら
送
付
さ
れ

て
き
た
帳
簿
を
見
て
み
る
と
、
み
な
す
で
に
心
心
師
範
選
科
に
改
め
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
呉
慶
抵
は
こ
の
よ
う
な
事
態
に
至
っ
た
背
景
に
つ
い
て
、
「
三
路
師
範
の
監
督
は
他
の
監
督
と
異
な
る
権
限
を
有
し
て
い
る
」
こ
と
、
つ
ま

り
「
こ
れ
ま
で
歴
代
の
湖
南
巡
撫
が
任
命
し
て
校
務
を
管
理
さ
せ
て
お
り
、
お
よ
そ
教
科
の
選
定
、
教
員
の
招
聰
、
学
級
の
昇
降
や
学
費
の
多

寡
は
、
み
な
監
督
が
運
営
し
、
そ
の
権
限
は
他
校
と
は
同
様
で
は
な
い
」
こ
と
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
「
山
路
師
範
学
堂
の
監
督
は
、
み

な
本
境
士
紳
で
地
位
も
徳
望
も
高
い
者
を
選
ん
で
派
遣
し
、
ひ
と
し
く
各
校
の
全
権
を
握
っ
て
い
る
。
互
い
に
争
っ
て
昇
級
を
願
う
の
は
、
と

も
に
引
き
立
て
導
き
奨
励
し
よ
う
と
す
る
心
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
監
督
た
ち
の
要
請
を
好
意
的
に
解
釈
し
た
う
え
で
、
三
路
師
範
学
堂

が
初
級
・
寒
詣
の
両
方
を
運
営
す
べ
き
か
ど
う
か
今
後
検
討
が
必
要
で
あ
る
、
と
し
て
学
部
に
現
状
を
報
告
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
学
部
は
、

「
い
ま
三
路
師
範
学
堂
が
争
っ
て
優
級
選
科
に
改
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
す
で
に
学
部
の
章
程
と
合
わ
な
い
だ
け
で
な
く
、
お
そ
ら
く
は
各
所

が
お
互
い
に
真
似
を
し
あ
つ
て
、
い
た
ず
ら
に
等
級
や
奨
励
を
争
う
も
の
で
あ
り
、
有
名
無
実
た
る
こ
と
、
学
堂
設
立
の
宗
旨
か
ら
は
ず
れ
る

こ
と
お
び
た
だ
し
い
」
と
し
て
、
三
路
師
範
学
堂
の
要
請
を
却
下
し
た
の
で
あ
る
。

118 （740）



清末湖南省長沙における地方教育行政の実態について（宮原）

　
以
上
、
優
級
師
範
学
堂
設
立
に
際
し
て
の
、
提
学
使
呉
慶
抵
・
三
路
師
範
学
堂
監
督
・
学
部
の
や
り
と
り
を
追
っ
た
。
こ
の
事
件
は
一
読
す

る
限
り
、
呉
慶
雲
お
よ
び
学
部
と
官
立
学
堂
監
督
と
の
不
和
で
あ
り
、
官
と
教
育
界
人
士
と
の
関
係
を
考
察
す
る
事
例
と
し
て
は
不
適
切
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
こ
の
事
件
に
重
要
な
意
味
を
見
い
だ
す
。
と
い
う
の
は
、
世
路
師
範
学
堂
の
う
ち
、
率
先
し
て
優
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

師
範
選
科
を
設
置
し
よ
う
と
し
た
中
路
師
範
学
堂
の
監
督
と
は
、
課
延
關
と
並
ぶ
革
新
的
器
量
で
あ
る
劉
人
笑
を
指
し
、
南
路
師
範
学
堂
の
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

督
は
同
じ
く
革
新
内
郷
紳
の
曾
煕
を
指
す
か
ら
で
あ
る
。
中
路
師
範
学
堂
に
焦
点
を
当
て
る
と
、
光
緒
三
一
年
（
一
九
〇
五
）
に
監
督
に
任
命

さ
れ
た
の
が
謳
延
闘
で
あ
り
、
そ
の
後
任
で
あ
る
盛
人
煕
は
、
光
緒
三
二
年
（
一
九
〇
六
）
末
よ
り
光
緒
三
四
年
（
一
九
〇
八
）
末
ま
で
監
督
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

座
に
つ
い
て
い
た
。
誰
延
闘
は
日
本
の
学
制
を
参
考
に
し
て
教
育
課
程
を
改
善
し
、
劉
人
糞
も
そ
の
成
果
を
受
け
継
い
だ
と
い
う
。
た
し
か
に
、

中
路
師
範
学
堂
の
文
科
・
理
科
と
い
う
課
程
は
「
初
級
師
範
学
堂
章
程
」
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
湖
南
の
官

立
学
堂
は
、
革
新
的
郷
紳
が
監
督
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
で
実
質
的
に
教
育
課
程
や
運
営
方
針
を
左
右
で
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
よ
っ
て
、

こ
の
事
件
は
官
と
教
育
界
人
士
と
の
対
抗
関
係
を
示
す
も
の
と
読
み
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
一
連
の
事
件
の
動
機
に
つ
い
て
、
学
部
は
「
等
級
や
奨
励
を
争
う
も
の
」
、
教
育
と
関
係
の
な
い
利
権
争
い
だ
と
認
識
し
た
。
そ
れ
で

は
、
中
路
師
範
学
堂
監
督
の
劉
人
人
た
ち
教
育
界
人
士
は
、
な
ぜ
あ
い
つ
い
で
優
級
師
範
選
科
を
設
置
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
そ
の
理
由
に
つ

い
て
は
次
章
で
考
察
す
る
が
、
こ
こ
で
は
光
緒
末
年
に
お
け
る
官
と
教
育
界
人
士
と
の
関
係
が
対
抗
的
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
教
育
界
人
士
が

官
の
教
育
行
政
に
問
題
意
識
を
有
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
う
し
て
光
緒
末
年
以
降
、
諺
延
閲
を
中
心
と
す
る
湖
南
教
育
界
人
士
は
官
の
教
育
行
政
に
異
議
を
唱
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
た
め
の
公

的
機
関
が
湖
南
教
育
総
会
で
あ
り
、
湖
南
諮
議
局
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
教
育
界
人
士
は
提
議
使
呉
慶
抵
の
教
育
行
政
を
ど
の
よ
う
に
評
価

し
、
ど
の
よ
う
な
点
を
問
題
と
し
、
さ
ら
に
は
ど
の
よ
う
な
解
決
策
を
提
示
し
た
か
、
次
章
で
検
討
す
る
。

①
以
下
、
は
じ
め
に
注
①
蕾
田
論
文
、
お
よ
び
は
じ
め
に
注
⑦
拙
稿
に
よ
る
。

②
湖
南
学
務
処
は
光
緒
二
八
年
（
一
九
〇
二
）
五
月
、
湖
南
巡
撫
余
廉
三
に
よ
っ

て
設
置
さ
れ
た
。
湖
南
省
憲
編
纂
委
員
会
編
『
湖
南
近
百
年
大
事
紀
州
㎞
（
湖
南

人
民
出
版
社
、
｝
九
五
九
年
）
、
一
七
七
～
～
七
八
頁
。
な
お
、
張
鶴
齢
の
経
歴
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は
、
は
じ
め
に
注
⑤
藤
谷
論
文
の
注
一
五
に
詳
し
い
。

③
著
名
な
例
は
、
当
時
明
徳
学
堂
の
教
員
で
あ
っ
た
革
命
家
の
黄
興
を
保
護
し
た

　
こ
と
で
あ
る
。
原
美
恵
子
「
禺
之
護
と
湖
南
学
生
運
動
」
糊
北
大
史
学
』
第
二
六

　
号
、
｝
九
八
六
年
、
を
参
照
。

④
こ
の
時
期
も
っ
と
も
甚
だ
し
い
事
件
が
、
革
命
家
の
零
話
護
に
よ
る
陳
天
華
公

　
葬
事
件
で
あ
る
。
本
章
注
③
原
論
文
。

⑤
主
要
な
も
の
と
し
て
、
張
朋
亜
門
中
国
現
代
化
的
区
域
研
究
湖
南
省
、
一
八

　
六
〇
一
一
九
一
六
』
（
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、
一
九
八
三
年
目
、
第
三
章
第

　
三
節
、
を
挙
げ
る
。
ま
た
、
最
近
の
も
の
と
し
て
、
湖
爾
教
育
史
編
委
会
編
州
湖

　
南
教
育
史
』
第
二
巻
（
岳
麓
替
社
、
二
〇
〇
二
年
）
、
第
三
章
、
が
あ
る
。

⑥
『
碑
伝
搬
補
』
巻
二
〇
、
銚
詰
慶
「
清
故
湖
南
提
学
使
呉
府
君
墓
誌
銘
」
。

⑦
「
奏
定
各
省
学
務
官
制
辮
事
権
限
並
勧
学
所
章
程
摺
」
（
多
賀
秋
五
郎
㎎
近
代

　
中
国
教
育
史
資
料
　
清
末
編
」
、
日
本
学
術
振
興
会
、
　
九
七
二
年
、
四
二
一
～

　
四
二
竺
頁
。
以
下
、
本
書
の
こ
と
を
『
清
幽
編
」
と
表
記
す
る
）
。

⑧
同
本
章
注
⑥
。

⑨
提
学
使
一
行
の
日
本
視
察
に
関
し
て
は
、
涯
娩
「
清
末
に
お
け
る
各
省
提
学
使

　
の
日
本
教
育
視
察
」
『
中
国
研
究
月
報
』
第
五
～
巻
第
～
号
、
…
九
九
七
年
。

⑩
日
本
視
察
時
の
呉
慶
抵
に
関
し
て
は
、
呂
順
長
「
呉
慶
抵
及
び
そ
の
門
日
本
東

　
京
各
学
校
参
観
筆
記
ヒ
（
藤
善
真
澄
編
著
欄
中
国
華
東
・
華
南
地
区
と
日
本
の
文

　
化
交
流
隔
、
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
一
年
、
所
収
）
、
お
よ
び
同
「
湖
南
提
学

　
使
呉
慶
壕
の
見
た
明
治
日
本
」
朔
埴
生
野
』
第
四
号
、
二
〇
〇
五
年
。

⑪
　
王
先
謙
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
同
本
章
注
⑥
。
ち
な
み
に
、
呉
慶
抵
は
辛
亥

　
革
命
後
は
清
朝
の
遺
民
と
し
て
過
ご
し
、
民
国
一
三
年
（
一
九
二
四
）
に
死
去
す

　
る
。
呉
慶
抵
撰
判
翼
廊
筆
録
』
（
中
華
書
斎
、
一
九
九
〇
年
）
、
序
文
。

⑫
「
奏
定
各
省
学
務
官
制
工
事
権
限
並
勧
学
所
章
程
摺
」
（
前
掲
）
、
お
よ
び
「
奏

　
継
続
訂
提
学
使
辮
事
権
限
章
程
摺
」
（
隅
清
末
編
隔
、
四
二
九
～
四
三
〇
頁
）
。

⑬
呉
慶
抵
撰
凹
湖
南
学
務
進
行
紀
略
』
（
宣
統
三
亜
鉛
印
本
、
上
海
図
書
館
所
蔵
）
。

　
官
立
学
堂
で
あ
る
高
等
学
堂
・
高
等
実
業
学
堂
・
優
級
師
範
学
堂
・
法
政
学
堂
紳

　
校
・
中
等
農
業
学
堂
・
中
等
工
業
学
堂
・
空
濠
中
学
堂
・
模
範
初
等
小
学
附
属
蒙

　
養
院
を
視
察
し
た
う
え
で
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
改
革
を
実

　
行
し
た
か
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

⑭
以
下
、
学
務
公
所
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
同
本
章
注
⑫
。

⑮
「
湖
南
提
学
使
呈
送
学
務
公
所
辮
事
員
紳
街
名
義
立
文
」
「
湖
南
学
務
公
所
員

　
紳
嘉
名
履
歴
清
冊
」
『
学
部
官
報
』
第
二
五
期
お
よ
び
第
四
三
期
。

⑯
趙
啓
霧
の
経
歴
は
、
湖
南
省
地
方
志
編
纂
委
員
会
編
『
湖
南
省
志
』
第
三
〇
巻
、

　
人
物
志
上
古
（
湖
南
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
、
五
六
六
～
五
六
七
頁
。
お
よ
び
、

　
糊
蕉
廊
脛
録
』
（
前
掲
）
、
二
五
四
「
趙
啓
叢
叢
詩
」
。

⑰
福
錫
仁
の
経
歴
は
、
『
湖
南
省
志
』
第
三
〇
巻
、
人
物
志
上
冊
（
前
掲
）
、
五
二

　
七
～
五
二
八
頁
。
お
よ
び
「
湖
南
頑
鋼
党
之
批
評
表
」
『
警
鐘
日
報
』
　
一
九
〇
五

　
年
正
月
一
五
日
、
王
先
謙
『
虚
受
堂
書
札
㎞
巻
二
、
「
口
封
自
修
早
使
」
。

⑱
「
選
派
各
省
学
務
議
長
摺
」
咽
学
部
官
報
』
第
二
四
期
。

⑲
は
じ
め
に
注
①
曽
田
論
文
。

⑳
王
先
謙
語
門
葵
園
置
潮
年
譜
』
、
奏
上
三
三
年
、
光
緒
三
四
年
、
宣
統
元
年
、

　
宣
統
二
年
の
条
。

⑳
　
同
本
章
注
⑥
。

⑫
　
官
立
学
堂
経
賢
は
そ
の
大
部
分
を
湖
南
銅
元
局
の
余
利
に
依
存
し
て
い
た
が
、

　
光
緒
三
二
年
（
一
九
〇
六
）
同
局
が
廃
止
さ
れ
た
。
『
湖
南
財
政
説
明
轡
㎞
巻
一

　
六
、
教
去
目
、
省
城
各
官
立
学
堂
山
門
曲
貿
。

⑳
　
「
磐
田
撫
高
等
正
科
准
先
辮
一
類
預
科
及
各
中
学
畢
業
生
湿
　
律
考
験
留
学

　
文
」
朔
学
部
官
報
』
第
三
九
期
。

⑳
　
　
「
沓
覆
湖
南
巡
撫
札
行
湖
南
学
司
難
中
高
等
実
業
学
堂
開
催
高
中
両
等
路
鉱
本

　
科
並
戸
〆
預
科
学
生
不
得
離
婁
他
項
学
堂
文
」
門
学
部
官
報
㎞
第
一
〇
一
期
。

⑳
　
　
「
沓
湘
眼
点
省
三
路
師
範
単
機
属
官
立
民
立
学
堂
均
応
遵
章
分
別
辮
理
文
」

　
『
学
部
官
報
』
第
四
五
期
。
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⑯
　
　
「
沓
湘
撫
湘
省
宮
立
民
立
各
学
堂
応
筋
遵
照
定
章
整
理
文
」
『
学
部
宮
報
』
第

　
四
六
期
。

⑳
　
子
虚
子
『
湘
事
記
』
（
同
量
車
引
『
湖
南
反
正
追
記
』
、
湖
南
人
民
出
版
社
、
一

　
九
八
一
年
、
所
収
）
、
巻
一
起
義
篤
お
よ
び
巻
二
内
政
篇
。

⑱
　
優
級
師
範
学
堂
と
は
、
中
学
堂
お
よ
び
初
級
師
範
学
堂
の
教
職
員
を
養
成
す
る

　
た
め
の
高
等
教
育
機
関
で
あ
り
、
中
学
宣
告
業
者
も
し
く
は
そ
れ
と
同
等
の
学
力

　
を
有
す
る
者
を
入
学
さ
せ
る
こ
と
と
規
定
さ
れ
た
。
優
級
師
範
学
堂
の
概
要
に
つ

　
い
て
は
、
経
志
江
『
近
代
中
国
に
お
け
る
中
等
教
員
養
成
史
研
究
』
（
学
文
社
、

　
二
〇
〇
五
年
）
、
第
｝
章
お
よ
び
第
二
章
を
参
照
。

⑳
　
は
じ
め
に
注
⑤
藤
谷
論
文
。

⑳
　
学
務
総
務
司
編
『
第
一
次
教
育
統
計
図
表
』
（
文
海
出
版
社
、
近
代
中
国
史
料

　
叢
刊
三
編
第
一
〇
輯
）
に
よ
る
と
、
光
緒
三
三
年
（
一
九
〇
七
）
に
お
け
る
中
学

　
堂
は
全
国
で
三
九
八
所
あ
り
、
上
位
よ
り
四
川
（
五
二
所
）
・
湖
南
（
三
九
所
）

　
と
な
っ
て
い
る
。

⑳
　
優
級
師
範
選
科
は
、
学
部
の
「
優
級
師
範
選
科
簡
章
」
（
光
緒
　
ニ
ニ
年
六
月
）

　
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
完
全
科
と
選
科
で
は
、
入
学
資
格
・
修
学
年
限
・
教
育
課

　
程
の
ほ
か
、
卒
業
後
の
資
格
や
服
務
義
務
年
限
な
ど
の
面
で
相
違
が
あ
る
。
詳
細

　
は
本
章
注
⑱
経
志
宝
亀
を
参
照
。

⑳
　
　
「
笛
湖
南
提
学
使
優
級
師
範
選
科
照
准
立
案
文
」
『
学
部
官
報
』
第
二
五
期
。

⑳
　
　
「
湖
南
巡
合
雰
春
莫
奏
設
立
優
級
師
範
学
堂
農
会
轡
形
摺
」
『
政
治
宮
報
』
四

　
三
四
、
光
緒
三
四
年
一
二
月
一
七
日
。

⑭
以
下
、
と
く
に
断
り
が
な
い
場
合
（
引
用
は
す
べ
て
「
盗
湘
撫
湘
省
三
路
師
範

　
盤
各
属
官
立
民
立
学
堂
坐
職
遵
章
分
別
辮
理
文
」
（
前
掲
）
に
よ
る
。

⑳
　
趙
爾
巽
は
湖
南
を
中
路
・
西
路
・
南
路
の
三
学
区
に
分
け
、
長
沙
に
中
路
師
範

　
学
堂
を
、
常
徳
に
西
路
師
範
学
堂
を
、
衡
陽
に
南
路
師
範
学
堂
を
設
立
し
、
各
路

　
の
子
弟
を
入
学
さ
せ
た
。
湖
南
第
一
師
範
校
史
編
写
尊
爵
刺
湖
南
第
～
師
範
校

　
史
』
（
上
海
教
育
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）
、
五
頁
。

⑯
　
劉
人
煕
の
経
歴
は
、
質
維
『
諏
嗣
同
与
晩
清
士
人
交
往
研
究
』
（
湖
南
人
民
出

　
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
、
第
一
壷
－
第
瓢
一
節
お
よ
び
第
七
章
に
詳
し
い
。

⑰
　
曾
煕
は
南
路
師
範
学
堂
の
開
学
以
来
、
六
年
半
に
わ
た
っ
て
監
督
を
勤
め
た
と

　
い
う
。
糊
湖
南
教
育
史
』
第
二
巻
（
前
掲
）
、
二
〇
九
～
一
＝
二
頁
。
な
お
、
西
路

　
師
範
学
堂
の
監
督
は
、
開
学
か
ら
民
国
前
ま
で
に
鵜
錫
仁
・
彰
施
漁
・
呉
友
炎
が

　
就
任
し
た
と
い
う
（
劉
定
儀
「
湖
南
西
路
学
堂
実
録
」
、
申
国
人
民
政
治
協
力
商

　
会
議
湖
南
省
委
員
会
文
史
資
料
研
究
委
員
会
編
『
湖
南
文
史
資
料
選
輯
㎞
簗
二
〇

　
輯
、
湖
南
入
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
。
こ
の
と
き
の
監
督
が
保
守
派
の
薦
錫

　
仁
か
、
そ
れ
と
も
他
の
人
物
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

⑱
）
　
『
湖
南
第
一
師
範
校
史
』
（
前
掲
）
、
四
～
六
頁
お
よ
び
二
四
八
頁
。

第
二
章
　
湖
南
諮
議
局
に
お
け
る
地
方
教
育
行
政
再
編
の
試
み

第
一
節
　
湖
南
教
育
総
会
と
湖
南
諮
議
局

最
初
に
、
清
末
の
教
育
会
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
に
依
拠
し
て
略
述
す
る
。
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清
朝
に
よ
る
光
勲
新
政
の
開
始
よ
り
、
江
蘇
・
漸
江
・
安
徽
を
中
心
に
、
地
方
紳
士
は
「
学
会
」
と
称
す
る
団
体
を
組
織
し
た
。
と
く
に
江

蘇
の
学
会
は
学
堂
設
立
や
教
育
研
究
の
み
な
ら
ず
、
独
自
に
教
育
行
政
機
構
を
築
き
、
教
育
行
政
人
員
の
人
選
や
教
育
経
費
の
管
理
な
ど
宮
の

教
育
行
政
に
ま
で
参
与
す
る
よ
う
に
な
つ
や
こ
れ
に
対
し
・
学
部
は
光
緒
＝
三
年
（
充
。
六
）
六
月
に
「
教
育
会
章
程
」
を
発
布
し
・
学

会
を
公
的
な
教
育
団
体
と
し
て
認
可
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
活
動
を
統
制
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
教
育
会
章
程
」
は
、
「
各

省
の
議
紳
、
お
よ
び
学
堂
監
督
・
堂
長
や
紳
士
は
各
省
お
よ
び
府
庁
州
県
に
教
育
会
を
設
立
す
る
義
務
が
あ
る
」
と
し
て
、
地
方
紳
士
に
よ
る

教
育
会
の
設
置
を
奨
励
す
る
～
方
、
教
育
会
を
「
学
務
公
所
や
教
育
行
政
を
補
助
す
る
機
関
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
職
務
を
、
各
種
研
究

会
の
設
置
、
年
立
学
堂
の
調
査
、
教
育
行
政
機
関
の
諮
問
に
答
え
る
こ
と
な
ど
に
限
定
し
た
。
そ
し
て
、
教
育
以
外
の
分
野
に
干
渉
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
厳
し
く
禁
止
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
湖
南
に
お
け
る
教
育
会
の
設
立
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
高
城
に
設
立
す
る
こ
と
と
規
定
さ
れ
た

「
教
育
総
会
」
は
、
湖
南
で
は
教
育
会
章
程
の
発
布
後
に
組
織
さ
れ
た
。
そ
の
設
立
時
期
は
、
『
湖
南
教
育
官
報
』
に
よ
れ
ば
光
勲
三
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

（　

縺
Z
七
）
四
月
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
発
起
人
は
謬
網
羅
・
黒
人
煕
・
曾
煕
ら
革
新
的
郷
紳
を
中
心
と
し
、
教
育
総
会
設
立
の
際
に
は
中
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

西
・
南
路
か
ら
二
六
〇
人
あ
ま
り
が
集
ま
っ
て
、
投
票
に
よ
っ
て
劉
人
煕
が
会
長
に
、
曾
煕
が
副
会
長
に
当
選
し
た
。
こ
の
湖
南
教
育
総
会
に

結
集
し
た
の
は
、
謳
延
閾
・
劉
人
疲
ら
革
新
的
郷
紳
の
ほ
か
、
胡
元
俵
・
陳
朝
霧
・
周
家
純
ら
日
本
留
学
経
験
者
や
彰
国
鉤
・
徐
特
立
ら
国
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

学
堂
卒
業
者
と
い
っ
た
、
湖
南
に
お
け
る
新
た
な
教
育
界
の
中
心
人
物
た
ち
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
湖
南
教
育
総
会
は
教
育
界

人
士
の
結
集
す
る
場
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
こ
に
、
教
育
界
人
士
は
官
の
教
育
行
政
を
「
補
助
」
す
る
公
的
機
関
を
有
し
た
が
、
湖
南
教
育
総
会
の
成
立
後
、
湖
南
教
育
総
会
の
名
義

で
な
ん
ら
か
の
行
動
を
起
こ
し
た
こ
と
は
、
史
料
か
ら
は
う
か
が
え
な
い
。
そ
の
理
由
は
推
測
に
よ
る
し
か
な
い
が
、
後
述
の
と
お
り
設
立
当

初
よ
り
資
金
繰
り
が
順
調
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
ほ
か
、
呉
慶
抵
が
学
務
公
所
と
く
に
王
先
駈
．
に
依
っ
て
教
育
行
政
を
実
施
し
て

お
り
、
湖
南
教
育
総
会
が
建
議
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
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設
立
後
、
い
わ
ば
鳴
か
ず
飛
ば
ず
の
状
態
に
あ
っ
た
湖
南
教
育
総
会
に
か
わ
り
、
一
省
の
教
育
行
政
が
公
的
に
議
論
さ
れ
た
場
こ
そ
が
湖
南

諮
議
局
で
あ
る
。
論
議
局
と
は
、
清
朝
に
よ
る
憲
政
へ
の
準
備
の
一
環
と
し
て
各
省
に
設
立
さ
れ
た
地
方
議
会
で
、
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ

た
地
方
紳
士
が
議
員
と
な
り
、
省
政
治
に
関
す
る
議
事
機
関
と
し
て
の
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
。
督
撫
は
諮
忍
苦
の
議
決
に
拘
束
さ
れ
な

い
な
ど
、
そ
の
権
限
に
は
大
き
な
制
約
が
あ
っ
た
が
、
と
も
か
く
も
地
方
紳
士
は
議
決
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
、
省
を
統
治
す
る
清
朝
官
僚
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

前
に
「
省
民
の
意
志
」
を
表
明
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
光
緒
三
四
年
（
一
九
〇
八
）
、
諮
着
局
開
設
の
上
諭
が
下
る
と
、
湖
南
で
は
「
公
議
局
簿
辮
処
」
が
設
置
さ
れ
、
議
員
の
選
挙
を
は
じ
め
と
す

る
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
積
極
的
に
参
与
し
た
の
は
、
立
憲
体
制
や
地
方
自
治
に
関
心
を
持
つ
課
延
闘
ら
革
新
的
郷
紳
で
あ
り
、
彼
ら

は
立
憲
派
と
し
て
の
勢
力
を
確
立
し
た
。
ま
た
、
教
育
界
人
士
も
立
憲
運
動
に
呼
応
し
、
立
憲
派
の
支
持
基
盤
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
投
票
選

挙
に
よ
っ
て
八
二
人
の
召
命
周
議
員
が
選
出
さ
れ
る
と
、
課
延
閲
は
湖
南
諮
議
局
議
長
に
推
挙
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
宣
統
元
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

（一

縺
Z
九
）
九
月
一
日
に
第
一
回
湖
南
諮
議
局
が
開
会
し
、
五
〇
渓
間
で
三
六
件
の
案
件
が
通
過
し
た
。

　
湖
南
諮
議
局
で
審
議
さ
れ
た
案
件
は
、
巡
撫
か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の
と
、
斎
言
局
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の
の
二
種
類
が
あ
る
。
こ
の
う

ち
後
者
は
立
憲
派
、
ひ
い
て
は
教
育
界
人
士
の
意
見
を
代
弁
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
教
育
総
会
が
…
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
湖

南
で
は
、
教
育
界
人
士
が
官
の
教
育
行
政
に
対
し
て
公
式
に
意
見
を
表
明
で
き
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
が
最
初
で
あ
ろ
う
。
湖
南
諮
議
局
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

議
決
案
の
う
ち
教
育
行
政
に
関
す
る
も
っ
と
も
包
括
的
な
も
の
が
、
「
整
理
湖
南
全
優
教
育
案
」
　
（
以
下
、
「
整
理
教
育
案
」
）
で
あ
る
。

第
二
節
　
　
「
整
理
教
育
案
」
に
見
ら
れ
る
教
育
界
人
士
の
試
み

　
ま
ず
は
「
整
理
教
育
案
」
の
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
史
料
中
で
は
「
整
理
教
育
案
」
の
各
案
件
を
、
教
育
行
政
機
関
の
整

理
、
教
育
経
費
の
計
画
、
小
学
教
育
の
普
及
、
師
範
教
育
の
重
視
、
各
種
学
堂
の
薪
設
、
各
種
教
育
事
業
の
整
理
、
各
学
堂
費
用
の
調
査
、
の

七
項
目
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
は
さ
ら
に
個
別
の
案
件
に
分
か
れ
、
そ
れ
ら
を
合
計
す
る
と
三
七
に
わ
た
る
。
隅
表
替
（
一
）
】
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に
そ
の
概
要
を
列
挙
し
た
が
、
こ
れ
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
案
件
の
な
か
に
複
数
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
た

め
、
分
類
は
や
や
複
雑
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
三
七
の
案
件
を
、
そ
の
性
質
に
よ
っ
て
便
宜
的
に
七
種
類
に
分
類
し
た
。
す
な
わ
ち
、
教
育
経
費
（
経
費
）
、
既
存
の
組
織
の
整

理
（
整
理
）
、
学
堂
や
施
設
の
新
設
（
新
設
）
、
既
存
の
組
織
の
人
事
（
人
事
）
、
義
務
教
育
（
義
務
）
、
既
存
の
組
織
の
調
査
（
調
査
）
、
い
ず

れ
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
（
そ
の
他
）
で
あ
る
。
「
整
理
教
育
案
」
は
個
別
の
提
案
を
寄
せ
集
め
た
体
裁
を
と
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
統
一

的
な
方
針
は
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
諸
案
件
の
随
所
に
、
光
緒
三
二
年
以
降
の
官
の
教
育
行
政
に
対
す
る
教
育
界
人
士
の
問
題
意

識
が
通
飽
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
節
で
は
、
教
育
界
人
士
が
官
の
教
育
行
政
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
有
し
て
い
た
か
、

そ
し
て
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
具
体
策
を
提
案
し
た
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
、
主
要
な
案
件
を
抽
出
し
て
考
察
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
学
務
公
所
問
題

　
地
方
教
育
行
政
の
実
務
を
担
当
す
る
学
務
公
所
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
教
育
界
人
士
に
重
視
さ
れ
た
。
星
学
使
呉
慶
抵
は
学
務
公
所
の
議

長
・
至
重
に
湖
南
紳
士
を
配
し
、
彼
ら
の
意
見
を
教
育
行
政
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
い
う
体
裁
を
整
え
た
こ
と
は
前
章
で
触
れ
た
が
、
果
た
し
て

呉
慶
抵
が
ど
の
よ
う
に
学
務
公
所
を
運
営
し
た
か
ま
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
こ
で
教
育
界
人
士
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
と
は
、
議
紳
の
首

長
關
や
曾
煕
ら
革
新
的
郷
紳
が
果
た
し
て
教
育
行
政
に
参
与
で
き
て
い
た
か
、
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
即
し
て
、
番
号
一
の
案
件
を
検
討
す

る
。　

番
号
一
の
内
容
は
、
学
務
公
所
職
員
の
人
事
、
会
議
室
の
設
置
、
教
育
宮
練
習
所
の
再
開
、
と
い
う
三
つ
の
要
素
か
ら
な
る
。
こ
の
う
ち
教

育
官
練
習
所
に
つ
い
て
は
本
論
の
主
旨
と
異
な
る
た
め
考
察
の
対
象
か
ら
は
ず
し
、
前
二
者
を
中
心
に
考
察
す
る
。
前
二
者
の
内
容
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

　
　
学
務
公
所
は
全
省
教
育
行
政
機
関
で
あ
る
。
章
程
に
よ
る
と
、
各
課
長
・
副
謙
長
・
課
員
は
、
か
つ
て
中
学
堂
以
上
を
卒
業
し
、
あ
る
い
は
か
っ
て
師
範
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を
習
い
、
な
ら
び
に
か
つ
て
学
堂
管
理
員
・
教
員
を
経
験
し
、
功
績
を
積
み
重
ね
た
者
に
担
当
さ
せ
る
、
と
さ
れ
る
。
ま
た
章
程
に
よ
る
と
、
議
長
・
議

　
　
紳
は
賃
金
を
支
給
し
て
省
城
に
常
駐
し
、
学
務
に
参
画
す
べ
き
だ
、
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
従
っ
て
、
学
務
公
所
の
職
員
は
ま
さ
に
章
程
ど
お
り
に
選
抜
し
、

　
　
も
っ
て
流
弊
を
防
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
ま
さ
に
会
議
室
を
設
け
て
議
長
・
議
紳
を
集
め
、
す
で
に
実
施
し
た
案
件
を
評
議
し
、
実
施
の
方
法
を
討
論

　
　
し
、
議
事
録
を
編
成
し
て
、
決
議
・
実
行
す
べ
き
で
あ
る
。
…
…
（
略
）

　
ま
ず
は
前
半
部
分
、
学
務
公
所
職
員
の
人
事
に
関
す
る
内
容
を
見
よ
う
。
こ
れ
は
、
呉
慶
抵
に
よ
る
人
事
が
学
部
の
規
定
ど
お
り
で
は
な
い
、

と
い
う
教
育
界
人
士
の
問
題
意
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、
議
長
・
議
紳
に
つ
い
て
、
現
状
の
何
が
問
題
と
さ

れ
て
い
る
の
か
、
こ
の
案
件
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
果
た
し
て
「
賃
金
を
支
給
」
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
「
省
城
に
常
駐
」
し
て
い
な
い
こ

と
、
「
学
務
に
参
画
」
し
て
い
な
い
こ
と
の
い
ず
れ
が
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
後
半
部
分
、
会
議
室
の
設
置
に
関
す
る
内
容
を
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。

　
会
議
室
を
設
置
す
る
と
い
う
提
案
か
ら
は
、
現
状
で
は
議
長
・
議
紳
が
集
ま
っ
て
会
議
を
す
る
場
所
や
機
会
が
な
い
、
と
い
う
教
育
界
人
士

の
問
題
意
識
が
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
議
事
録
を
編
成
す
る
と
い
う
提
案
は
、
こ
れ
ま
で
会
議
の
内
容
が
公
開
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
を
思
わ
せ
る
。
つ
ま
り
、
議
長
・
議
紳
に
関
す
る
教
育
界
人
士
の
問
題
意
識
と
は
、
賃
金
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
議
長
・
議
紳
が
磐
城

に
駐
在
し
て
い
な
い
か
、
も
し
く
は
教
育
行
政
に
参
与
し
て
い
な
い
、
と
い
う
現
状
認
識
に
基
づ
く
も
の
と
見
て
よ
い
。
議
長
・
議
紳
が
教
育

行
政
に
参
与
し
な
い
理
由
は
、
果
た
し
て
彼
ら
が
不
熱
心
だ
か
ら
か
、
そ
れ
と
も
留
学
使
が
彼
ら
を
教
育
行
政
に
参
与
さ
せ
て
い
な
い
か
ら
か
、

史
料
か
ら
は
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
、
革
新
的
郷
紳
が
教
育
行
政
の
参
与
に
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
先
述
の
と
お
り
呉
慶
抵
は
い
つ
も

王
先
謙
に
相
談
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
呉
慶
塚
の
教
育
政
策
は
革
新
的
郷
紳
ひ
い
て
は
教
育
界
人
士
の
関
与
で
き
な
い
と

こ
ろ
で
決
定
さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
よ
う
。
以
上
の
考
察
か
ら
、
学
務
公
所
に
関
す
る
案
件
は
、
官
の
教
育
政
策
決
定
過
程
に
お
い
て
、
議

長
・
議
場
と
く
に
教
育
界
人
士
の
意
見
を
公
的
に
取
り
入
れ
る
機
会
を
恒
常
的
に
設
け
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
教
育
界
人
士
は
、
官
の
教
育
行
政
に
関
与
し
よ
う
と
す
る
方
針
を
う
ち
だ
し
た
。
た
だ
、
教
育
政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
議
長
・
議
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表4　「整理湖南全省教育案」および官の見解

（1）「整理湖南全省教育案」

一、教育行政機関の整理

（2）官の見解

番号 概要 分類

1
学務公所の職員は章程に照らして選抜す．る6会議室を認六議長・議紳の

P評議の場ξする，教育官練習所を再鑓するや
人事

2
官立各校の入学・進学試験は先に各県勧学所・教育分会に通知し、遅延を

hぐ。
その他

3

各県学務の責務を勧学所に委任し、公文書は提学使司に直接往来できるよ

､にする。勧学二二董の職は学務三三とする。土工の役所の学田や一切の
o費は勧学所の経費に改める。

整理

4 すべての府州県が勧学所を組織するよう提学使司が通達する。 新設

5 人事

6 視学員に旅費を充分に支給する。 その他

　rDア

．警官蝉堂の監督は教育総会が推挙した2名かち提鋼飼が選抜する。監督は兼任不可とする。．

人事

官

，［1

o

×

o
×

D
．
×

二、教育経費の計画

番号 概要 分類

8 各官立学堂の経費は急用の所から先に支給する。 経費

9 民立学堂は運営の成果があるものを調査し、補助金を充分に支給する。 経費

10 地方学堂経費は地方自治経費内より多くを支給する。 経費

11 督錆徴収時の随規や書典に列しない廟宇などの遊資を教育経費に充てる。 経費

12 湖南鉄路公司のための税金の一部を教育基本金に充てる。 経費

13 書院所有の公款・公産は、各県勧学所・自治公所・各郷学堂が経理する。 整理

官
一
ロ
ー
ロ
一
〇
一
〇
一
△
一
〇

三、小学教育の普及

番号 概要 分類

14 義務教育章程を臨時に定め、宣統2年から省城における義務教育普及を開
nする。

義務

15 初等小学堂の修学年限を4年に統一する。 義務

16 小学教員検定は提学使を主任試験官とし、教育総会が立ち会って審査する。 人事

17 小学教員に対する優待方法を検討する。 その他

18 府州県内の学区を画定する。 義務

19
官立小学堂運営のため、各県勧学所は公産の一部を学区補助費として支給

ｷる。
経費

20
義務教育では貧しい家庭からは学費を徴収せず、徴収する場合も1元以内
ﾆする。通学を基本とし、寄宿舎利用者からは費用を徴収する。図書・用

i・服装などの費用は自費とする。

経費

官

A

×
一
×
一
×
一
△

o

o
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四、師範教育の重視

番号

21

22

23

24

概要

初級師範学堂で師範学科未受講の卒業生は学堂で補習させ、小学堂で数ヶ

月の実地練習後に卒業させる。また教育学科を試験し、小学教員の任にた

える者に小学教員証書を発給する。

三百師範の名称を「第一」「第二」「第三」に改める。

女子師範学堂を新設する。

模範小学堂を優級師範学堂に附設する。

分類

整理

整理

新設

新設

官

o

A
D
A

五、各種学堂の新設

番号 概要 分類

25 初等実業学堂を新設する。 新設

26 官立実業教員講習所を新設する。 新設

27 三二師範に簡易実業教員講習所を附設する。 新設

28 実業教育のための各種工場を設立する。 新設

官

o
D
D
A

六、各種教育事業の整理

番号 概要 分類

29、 湖南教育総会の経費を拡充させる。 経費

30
官立の成徳・景賢・達材の各学堂は運営が有名無実のため、章程通りに運

cさせる。
整理

31 図書館は運営不全のため、新たに章程を設けて整理する。 整理

32 民立学堂に校地免租・官地借用許可などの特権を与える。 整理

33 勧学所職員・学堂教職員の任期や給料の基準を定める。 整理

34 各学堂の授業時間を統一する。 整理

官

A

A

A
A
o
A

七、各学堂費用の調査

番号

35

36

37

概要

各学堂の不急費用を調査する。

官立学堂の大規模工事は先に学務公所に設計図を提出し、教育総会と共に

審査する。

学務公所以下、あらゆる教育機関の決算を調査する。

分類

調査

調査

調査

官

o

o
o

（3）官の見解　分類別

整理 経費 新設 人事 調査 義務 その他 合計

○＝興行 3 4 1 3 1 12

△＝当行而宜緩行 5 2 2 2 11

□＝業経司中照辮 2 4 1 1 8

×＝応舎局議 1 3 1 1 6

合計 9 8 7 4 3 3 3 37

注1：（1）の番号・分類は筆者が便宜的につけたもの。

注2：網掛けは本論で言及する案件を示す。
出典：（1）は「整理教育案」より，（2）は「学司二二」より，（3）は（1）・（2）より作成。
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紳
の
参
画
は
、
広
く
教
育
行
政
全
般
に
お
よ
ぶ
も
の
で
は
あ
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
参
画
で
き
る
の
か
、
そ
の
範
囲
や
権
限
は
漠
然
と

し
て
い
る
。
こ
の
た
め
教
育
界
人
士
は
、
自
ら
を
教
育
行
政
に
恒
常
的
に
介
入
さ
せ
る
仕
組
み
を
考
案
し
た
。
そ
れ
こ
そ
が
、
教
育
行
政
補
助

機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
湖
南
教
育
総
会
の
権
限
拡
大
で
あ
る
。

128　（750）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
、
湖
南
教
育
総
会
の
位
置
づ
け

　
先
述
の
と
お
り
、
湖
南
教
育
総
会
は
光
緒
三
三
年
に
成
立
し
た
が
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
教
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

界
人
士
が
同
会
を
い
か
に
認
識
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
番
号
二
九
の
案
件
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
れ
は
同
会
へ
の
官
費
補
助
の
増
額

を
申
請
す
る
案
で
あ
る
。

　
　
教
育
総
会
は
全
省
教
育
行
政
を
補
助
す
る
機
関
で
あ
り
、
関
係
す
る
と
こ
ろ
は
重
大
で
あ
る
。
湖
南
教
育
総
会
は
成
立
以
来
い
ま
だ
功
績
を
あ
げ
る
こ
と

　
　
が
な
く
、
ま
こ
と
に
遺
憾
で
あ
る
。
現
在
会
場
を
建
築
し
、
規
模
は
は
じ
め
て
整
お
う
と
し
て
い
る
。
す
み
や
か
に
研
究
所
・
宣
講
所
や
美
術
・
音
楽
・

　
　
体
育
の
理
会
を
開
設
し
、
調
査
員
を
派
遣
し
、
教
育
公
報
を
編
纂
し
、
応
用
図
書
を
貯
蔵
し
、
教
育
品
陳
列
所
や
教
育
成
績
展
覧
会
を
計
画
し
て
開
設
す

　
　
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
必
要
な
費
用
は
は
な
は
だ
多
い
。
そ
の
た
め
、
官
費
を
追
加
で
発
給
し
て
経
常
費
と
し
、
応
用
に
役
立
た
せ

　
　
る
よ
う
請
願
す
る
。

　
こ
の
案
件
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
湖
南
教
育
総
会
の
教
育
行
政
に
対
す
る
関
係
性
は
「
重
大
」
と
教
育
界
人
士
が
自
己
主
張
し
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て
、
成
立
以
来
大
き
な
業
績
が
な
い
の
を
自
認
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
教
育
界
人
士
は
同
会
を
成
立
さ
せ
た
も
の
の
、

そ
れ
を
機
能
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
今
後
同
会
は
ど
の
よ
う
な
活
動
を
す
べ
き
か
。
こ
の
案
件
か
ら
は
、
そ
れ
は
研

究
所
・
宣
講
所
の
設
置
な
ど
、
「
教
育
会
章
程
」
の
規
定
に
沿
っ
た
も
の
の
み
に
見
え
る
。
し
か
し
、
教
育
界
人
士
は
そ
の
活
動
範
囲
や
権
限

を
清
朝
の
規
定
内
に
留
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

　
今
後
、
湖
南
教
育
総
会
が
ど
の
よ
う
に
教
育
行
政
に
関
わ
る
べ
き
か
。
教
育
界
人
士
に
よ
る
重
要
な
提
案
こ
そ
が
番
号
七
、
省
斎
宮
立
学
堂
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監
督
の
人
事
に
関
す
る
案
件
で
あ
る
。
学
部
は
、
官
立
学
堂
の
監
督
の
任
免
権
は
提
帯
使
が
有
す
る
と
規
定
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
案
件
は
、

官
立
学
堂
監
督
の
入
選
過
程
に
、
同
会
に
よ
る
人
材
の
推
挙
を
加
え
る
こ
と
を
提
案
す
る
の
で
あ
る
。
番
号
七
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
学
堂
監
督
は
　
校
の
学
務
を
主
宰
す
る
た
め
、
必
ず
相
当
の
人
を
招
聰
し
て
任
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
資
格
（
科
挙
の
称
号
－
筆
者
注
）
を
も
っ
ぱ
ら

　
　
論
じ
る
べ
き
で
は
な
い
。
法
政
学
堂
監
督
が
法
政
を
知
り
、
実
業
学
堂
監
督
が
実
業
を
知
り
、
師
範
学
堂
監
督
は
師
範
を
卒
業
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

　
　
教
育
宗
旨
に
背
く
に
は
至
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
江
蘇
の
成
案
に
倣
い
、
省
城
宮
立
各
学
堂
の
監
督
に
人
材
が
必
要
な
と
き
は
、
教
育
総
会
が
二
人
を
公

　
　
選
す
る
の
で
、
提
専
使
司
が
巡
雛
に
申
請
し
、
豊
年
が
決
定
・
任
命
す
る
（
と
い
う
手
順
に
す
る
一
筆
者
注
）
こ
と
を
請
願
す
る
。
…
…
（
略
）

　
こ
こ
で
引
き
合
い
出
さ
れ
て
い
る
「
江
蘇
の
成
案
」
と
は
、
高
田
氏
が
す
で
に
分
析
を
加
え
て
い
る
、
江
寧
の
各
学
堂
の
堂
長
は
紳
士
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

推
挙
に
よ
っ
て
選
出
す
る
、
と
い
う
先
例
だ
と
思
わ
れ
る
。
江
蘇
に
こ
の
先
例
が
成
立
し
た
背
景
に
は
「
学
額
問
題
」
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

他
歩
人
が
官
立
学
堂
監
督
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
で
努
努
の
学
生
が
江
蘇
の
官
立
学
堂
に
お
お
ぜ
い
入
学
し
、
結
果
と
し
て
江
蘇
の
学
生
の
定
員

が
減
少
す
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
で
は
、
湖
南
の
教
育
界
人
士
が
江
蘇
と
同
様
の
方
法
で
官
立
学
堂
監
督
の
人
選
を
行
お
う
と
し
た
理
由
は
、

果
た
し
て
学
額
問
題
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
監
督
の
ポ
ス
ト
を
得
る
こ
と
に
よ
る
物
理
的
・
精
神
的
利
益
と
い
う
、
い
わ
ゆ

る
利
権
争
い
の
問
題
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
番
号
七
の
内
容
と
、
前
章
の
三
身
師
範
学
堂
の
事
例
を
も
と
に
考
察
を
進
め
る
。

　
番
号
七
に
お
け
る
教
育
界
人
士
の
前
提
と
は
、
学
堂
の
監
督
は
科
挙
の
称
号
を
基
準
に
定
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
専
門
的
知
識
の
有
無
に
よ

っ
て
定
め
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
「
教
育
宗
旨
」
に
背
か
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
教
育
宗
旨
と
は
、
清
朝
の
教
育
目
標
を
明
示

す
る
た
め
に
光
緒
三
二
年
（
一
九
〇
六
）
発
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
清
朝
は
教
育
目
標
と
し
て
「
忠
君
・
尊
孔
・
尚
公
・
尚
武
・
罪
業
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

五
項
目
、
多
賀
秋
五
郎
氏
の
言
に
従
え
ば
、
言
書
愛
国
、
儒
教
倫
理
、
公
民
教
育
、
国
防
教
育
、
実
学
教
育
の
重
視
、
を
掲
げ
た
。
そ
れ
で
は
、

教
育
界
人
士
は
こ
の
五
項
目
の
う
ち
い
ず
れ
を
重
視
し
た
か
と
い
う
と
、
専
門
的
知
識
の
有
無
を
基
準
と
し
た
こ
と
か
ら
、
実
学
教
育
と
考
え

る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
教
育
界
人
士
の
論
法
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
清
朝
は
教
育
目
的
の
ひ
と
つ
に
実
学
重
視

を
定
め
て
い
る
が
、
宮
に
任
命
さ
れ
た
官
立
学
堂
監
督
は
専
門
教
育
を
重
視
し
て
い
な
い
。
清
朝
の
教
育
目
的
に
沿
う
た
め
に
は
、
専
門
的
知
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識
を
有
す
る
者
が
官
立
学
堂
監
督
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
導
門
的
知
識
を
有
す
る
者
と
は
教
育
界
人
士
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
彼
ら
が
結
集

す
る
湖
南
教
育
総
会
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
官
立
学
堂
監
督
の
人
選
過
程
に
湖
南
教
育
総
会
の
推
薦
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。

　
し
か
し
、
彼
ら
の
論
法
に
は
い
く
つ
か
の
疑
問
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
教
育
面
人
士
が
実
学
教
育
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
の
は
た
だ
の
口

実
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
官
に
よ
る
官
立
学
堂
監
督
の
人
選
は
果
た
し
て
ど
の
よ
う
で
あ
っ

た
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

　
前
者
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
、
教
育
界
人
士
の
代
表
的
人
物
で
あ
る
虚
血
俵
や
周
家
立
の
事
例
を
見
て
み
よ
う
。
胡
元
俵
の
教
育
目
的
は

「
中
等
社
会
」
を
養
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
来
る
べ
き
海
外
と
の
「
商
戦
」
に
備
え
る
こ
と
を
意
識
し
て
お
り
、
明
徳
学
堂
の
規

模
も
、
中
学
堂
か
ら
商
業
科
・
銀
行
科
な
ど
の
実
業
教
育
へ
と
拡
張
さ
せ
た
。
ま
た
、
無
蓋
佼
と
近
し
い
関
係
に
あ
る
贈
官
純
が
提
唱
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
、
女
子
教
育
の
必
要
性
で
あ
る
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
利
益
を
度
外
視
し
、
自
ら
の
資
産
を
惜
し
み
な
く
学
堂
教
育
に
投
資
し
た
。
彼
ら
の
行

動
か
ら
は
、
教
育
界
人
士
の
教
育
目
標
が
実
学
教
育
の
重
視
に
あ
る
、
と
い
う
の
は
単
な
る
口
実
で
は
な
く
、
十
分
な
実
質
を
と
も
な
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
後
者
の
疑
問
で
あ
る
が
、
「
整
理
教
育
案
」
が
提
出
さ
れ
た
宣
統
元
年
の
時
点
で
、
ど
の
よ
う
な
人
物
が
官
立
学
堂
の
監
督
に
任
命
さ

れ
て
い
た
か
、
史
料
不
足
の
た
め
そ
の
全
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
雨
落
抵
の
監
督
人
選
基
準
を
推
測
で
き
る
事
例
が

あ
る
。
そ
れ
は
優
級
師
範
学
堂
監
督
の
劉
鍾
で
あ
る
。
愚
鈍
は
湖
南
省
善
化
県
出
身
の
挙
人
で
、
江
西
省
星
子
県
の
知
県
代
理
を
勤
め
て
い
た

が
、
向
井
三
二
年
三
月
に
母
が
死
去
し
、
郷
里
に
帰
っ
て
喪
に
服
し
た
。
本
来
、
宣
統
元
年
三
月
に
喪
が
明
け
る
と
こ
ろ
を
、
光
緒
三
四
年
春
、

呉
慶
抵
が
優
級
師
範
学
堂
監
督
に
任
命
し
た
。
そ
し
て
直
謝
域
は
、
劉
鉦
の
学
堂
制
度
お
よ
び
学
規
の
舗
定
や
学
堂
経
営
が
す
ぐ
れ
て
い
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

評
価
し
、
宣
統
二
年
も
ひ
き
つ
づ
き
翻
心
を
留
任
さ
せ
る
べ
く
清
朝
に
申
請
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
翻
身
の
経
歴
か
ら
、
彼
は
留
学
経
験
も

な
く
、
専
門
的
な
学
堂
教
育
を
学
ん
だ
こ
と
も
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
呉
慶
抵
が
賞
賛
し
た
と
い
う
劉
鍾
の
学
堂
制
度
や
学
規
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

す
な
わ
ち
優
級
師
範
学
堂
の
章
程
が
学
生
へ
の
禁
令
に
つ
と
め
て
い
る
こ
と
は
、
藤
谷
氏
が
分
析
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
呉
慶
垣
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の
監
督
人
選
基
準
は
、
学
堂
教
育
の
専
門
的
知
識
と
い
う
よ
り
は
、
あ
く
ま
で
儒
教
的
倫
理
に
基
づ
く
学
堂
統
制
能
力
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測

で
き
る
。

　
湖
南
で
は
光
緒
新
政
以
降
、
胡
元
俵
を
は
じ
め
と
す
る
教
育
界
人
士
に
よ
っ
て
民
立
の
上
申
学
堂
が
さ
か
ん
に
設
立
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
高

等
学
堂
・
優
級
師
範
学
堂
・
高
等
実
業
学
堂
・
中
等
農
業
学
堂
・
法
政
学
堂
と
い
っ
た
官
立
の
高
等
・
専
門
教
育
機
関
の
運
営
と
く
に
人
事
に

つ
い
て
は
、
教
育
界
人
士
の
関
与
で
き
な
い
範
囲
で
あ
っ
た
。
教
育
界
人
士
に
と
っ
て
は
、
官
に
任
命
さ
れ
る
官
立
学
堂
監
督
が
専
門
的
知
識

を
有
さ
ず
、
ま
た
儒
教
的
倫
理
に
基
づ
く
清
朝
へ
の
服
属
意
識
を
湖
南
子
弟
に
教
育
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
容
認
し
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。

　
こ
こ
に
至
っ
て
、
前
章
に
お
け
る
上
路
師
範
学
堂
監
督
の
意
図
も
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
官
に
よ
る
優
級
師
範
学
堂
の
設
立
が
決
定
し

た
際
、
雲
路
師
範
学
堂
監
督
と
く
に
革
新
的
郷
紳
の
劉
人
煕
や
曾
煕
は
次
の
よ
う
な
危
惧
を
抱
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
官
立
の
中
等
教
員

養
成
機
関
で
あ
る
優
級
師
範
学
堂
は
量
器
に
一
か
所
の
み
設
立
さ
れ
、
今
後
は
中
学
堂
や
初
級
師
範
学
堂
の
教
員
は
欝
欝
師
範
学
堂
か
ら
の
み

供
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
優
級
師
範
学
堂
が
輩
出
す
る
の
は
、
専
門
的
知
識
よ
り
も
清
朝
へ
の
服
属
意
識
を
植
え
つ
け
ら
れ
た
教
職
員

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
湖
南
の
各
学
堂
へ
赴
任
し
、
彼
ら
と
同
様
の
湖
南
子
弟
を
再
生
産
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
、
汐
路
師
範
学

堂
監
督
と
く
に
革
新
的
郷
紳
が
優
級
師
範
選
科
を
設
立
し
よ
う
と
し
た
理
由
と
は
、
官
の
学
堂
管
理
へ
の
不
信
に
基
づ
き
、
中
等
教
員
を
養
成

す
る
権
限
を
官
が
独
占
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
教
育
界
人
士
が
官
立
学
堂
監
督
の
人
事
権
を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
理
由
を
考
察
し
た
。
た
し
か
に
そ
の
背
景
に
学
習
問
題
や
利
権
争

い
が
あ
る
と
い
う
可
能
性
は
否
定
で
き
ず
、
今
後
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
、
上
述
の
考
察
か
ら
そ
の
理
由
と
は
、
宮
の
「
忠
君
」
・

「
尊
孔
」
の
教
育
行
政
に
対
し
て
、
実
学
教
育
重
視
と
い
う
教
育
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
考
え
る
の
が
、
よ
り
適
切
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
、
番
号
七
の
案
件
を
検
討
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
番
号
五
の
案
件
で
は
、
湖
南
教
育
総
会
は
省
視
学
の
人
選
に
も
介
入
す
べ
き
だ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

す
る
。
省
視
学
と
は
提
腰
使
に
直
属
し
、
省
内
の
各
学
堂
を
巡
視
し
て
提
学
使
に
報
告
す
る
役
職
で
あ
り
、
提
学
使
が
任
命
す
る
こ
と
と
規
定
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さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
教
育
界
人
士
は
、
「
省
視
学
は
各
地
方
学
堂
が
合
法
か
否
か
を
調
査
し
、
随
時
是
正
す
る
責
務
が
あ
る
。
適
材
を
得

な
け
れ
ば
、
た
だ
い
い
か
げ
ん
で
無
益
な
だ
け
で
な
く
か
え
っ
て
損
が
あ
る
」
た
め
、
「
今
後
は
教
育
総
会
が
章
程
に
照
ら
し
て
選
抜
し
、
巡

撫
が
派
遣
す
る
よ
う
提
学
極
重
に
申
請
す
る
」
と
い
う
手
順
に
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
つ
ま
り
、
教
育
界
人
士
は
省
視
学
の
専
門
性
を
重
視

し
、
官
立
学
堂
監
督
と
同
様
、
人
選
過
程
で
湖
爾
教
育
総
会
の
推
薦
が
必
要
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
教
育
界
人
士
が
湖
南
教
育
総
会
に
期
待
し
た
役
割
と
は
、
人
事
権
の
掌
握
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
番
号
三
六
の
案
件
を
見
よ
う
。

前
章
に
お
い
て
、
提
受
配
呉
慶
抵
が
官
立
学
堂
の
立
て
直
し
を
図
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
教
育
界
人
士
か
ら
す
る
と
、
「
湖
南
の
各

学
堂
は
往
々
に
し
て
莫
大
な
費
用
を
投
じ
る
こ
と
を
喜
び
、
外
観
を
飾
り
立
て
る
が
、
実
に
教
育
と
は
な
は
だ
し
く
関
係
が
な
く
、
ま
こ
と
に

惜
し
む
べ
き
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
「
今
後
、
各
官
立
学
堂
で
も
し
大
工
事
を
実
施
す
る
場
合
は
、
ま
ず
設
計
図
を
学
務
公
所
に
提
出
す
べ

き
で
あ
り
、
教
育
総
会
と
と
も
に
適
切
か
ど
う
か
を
調
査
し
、
総
じ
て
無
駄
や
ピ
ン
ハ
ネ
が
な
い
こ
と
を
是
と
す
る
よ
う
に
期
す
」
こ
と
を
提

案
し
た
。
つ
ま
り
こ
の
提
案
は
、
湖
南
教
育
総
会
が
限
定
的
な
が
ら
教
育
財
政
の
管
理
に
介
入
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
「
整
理
教
育
案
」
の
主
要
な
案
件
を
考
察
し
た
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
教
育
界
人
士
は
下
緒
三

二
年
以
降
の
諸
学
使
呉
慶
抵
の
教
育
行
政
に
対
し
て
、
教
育
政
策
決
定
過
程
や
官
立
学
堂
の
運
営
に
教
育
界
人
士
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
機
会

が
な
い
こ
と
に
強
い
問
題
意
識
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
教
育
界
人
士
は
、
清
朝
の
規
定
に
抵
触
し
な
い
形
で
彼
ら
の
目
的
を
実
現
す
る
た

め
の
手
段
と
し
て
、
学
務
公
所
に
つ
い
て
は
議
長
・
議
紳
つ
ま
り
革
新
的
郷
紳
が
教
育
政
策
決
定
過
程
に
参
与
す
る
よ
う
規
定
す
る
ほ
か
、
湖

南
教
育
総
会
の
権
限
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
教
育
界
人
士
は
湖
南
教
育
総
会
を
教
育
専
門
家
集
団
と
み
な
し
、
教
育
行
政
の
補

助
と
い
う
役
割
を
超
え
て
、
人
事
や
教
育
財
政
の
面
で
官
の
教
育
行
政
に
介
入
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
整
理
教
育
案
」
が
湖
南
巡
撫
に
提
出
さ
れ
る
と
、
逸
雄
は
提
学
切
盛
に
各
案
件
を
検
討
す
る
よ
う
通
達
し
た
。
提
学
使
呉
慶
抵
は
各
案
件

を
審
査
し
て
意
見
を
ま
と
め
、
宣
統
元
年
一
二
月
に
骨
盤
に
提
出
し
た
。
そ
し
て
竹
叢
は
呉
慶
抵
の
意
見
書
に
い
く
つ
か
の
訂
正
を
加
え
た
う

え
で
、
湖
南
諮
議
局
に
回
答
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
㎎
湖
南
教
育
官
報
』
第
九
期
掲
載
の
「
学
司
呉
詳
覆
撫
部
院
画
将
奉
発
墨
墨
描
呈
賛
全
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省
教
育
議
案
逐
条
考
核
加
具
按
語
開
摺
呈
覆
文
」
（
以
下
、
「
学
司
按
語
」
）
で
あ
る
。

第
三
節
　
　
「
学
司
按
藷
」
に
見
ら
れ
る
官
の
対
応

　
本
節
で
は
「
学
司
按
語
」
を
用
い
て
、
官
が
教
育
界
人
士
の
要
求
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
っ
た
か
を
考
察
す
る
。

　
ま
ず
は
「
学
司
按
語
」
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
果
た
し
て
呉
慶
域
は
見
解
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
誰
か
ら
意
見

を
募
っ
た
か
。
彼
は
巡
撫
か
ら
「
整
理
教
育
案
」
の
検
討
を
命
じ
ら
れ
る
と
、
「
学
務
公
所
の
職
員
ら
と
と
も
に
研
究
す
る
一
方
、
議
案
を
印

欄
し
て
議
長
・
議
紳
・
官
立
学
堂
の
監
督
お
よ
び
堂
長
に
送
っ
て
と
も
に
審
査
し
、
さ
ら
に
提
学
使
司
が
衆
議
を
集
め
た
」
と
い
う
。
こ
こ
か

ら
、
呉
慶
抵
が
湖
南
紳
士
か
ら
広
く
意
見
を
募
っ
た
よ
う
に
思
え
る
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
省
城
民
立
学
堂
の
監
督
や
湖
南
教
育
総
会
は
そ
の

対
象
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
整
理
教
育
案
」
が
教
育
界
人
士
の
発
案
で
あ
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
こ

こ
か
ら
、
呉
呉
抵
が
意
見
を
募
っ
た
と
い
う
「
議
紳
」
の
う
ち
、
革
薪
的
郷
紳
の
謳
延
閨
や
蟹
田
も
ま
た
除
外
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
質
置
抵
が
意
見
を
募
っ
た
の
は
真
先
謙
ら
保
守
的
郷
紳
や
呉
慶
抵
の
任
命
し
た
官
立
学
堂
監
督
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
官
に
密
着
し
た

人
物
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
、
「
整
理
教
育
案
」
を
め
ぐ
る
図
式
が
、
官
・
保
守
的
郷
紳
対
教
育
界
人
士
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
で

き
る
。

　
次
に
、
「
整
理
教
育
案
」
に
対
す
る
提
燈
抵
の
姿
勢
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
彼
は
、
「
こ
の
た
び
提
出
さ
れ
た
議
案
は
、
大
綱
を
分
け
細
目

を
列
挙
し
て
適
切
に
説
明
さ
れ
て
お
り
、
郷
里
を
愛
す
る
情
に
も
と
づ
き
、
文
明
を
発
達
さ
せ
よ
う
と
い
う
願
い
を
希
望
し
な
い
も
の
は
な

い
」
と
評
価
す
る
。
そ
の
う
え
で
「
教
育
の
要
点
は
統
一
に
あ
り
」
と
湖
南
の
み
が
独
自
の
慣
例
を
つ
く
る
こ
と
を
戒
め
、
「
本
司
は
教
育
行

政
衙
門
で
あ
り
、
事
に
遇
え
ば
お
の
ず
か
ら
学
部
の
章
程
を
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
。
い
や
し
く
も
議
案
中
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
条
目
は
、
学
部

の
章
程
と
抵
触
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
提
案
者
は
お
の
お
の
理
曲
が
あ
る
と
は
い
え
、
官
に
あ
る
者
は
ど
う
し
て
敢
え
て
軽
々
し
く
章
程
や
制

度
を
変
更
で
き
ょ
う
か
」
と
、
あ
く
ま
で
学
部
の
章
程
を
遵
守
す
る
こ
と
を
第
一
と
す
る
の
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
、
「
学
司
按
語
」
の
全
体
像
を
概
観
し
よ
う
。
呉
慶
抵
は
「
整
理
教
育
案
」
の
各
案
件
に
対
し
て
、
ま
ず
大
枠
と
し
て
四
種
類
の

見
解
を
示
し
、
そ
の
後
に
意
見
を
附
し
て
い
る
。
大
枠
の
四
種
類
と
は
、
「
品
行
」
（
実
施
す
べ
し
）
、
「
下
行
而
宜
緩
行
」
（
実
施
す
べ
き
だ
が

し
ば
ら
く
延
期
す
べ
し
）
、
「
司
中
諸
経
照
辮
、
与
局
議
相
合
」
（
提
学
債
司
で
す
で
に
運
営
し
て
お
り
、
諮
議
局
の
案
件
と
合
致
し
て
い
る
）
、

「
与
部
署
不
合
、
応
舎
局
議
」
（
学
部
の
章
程
と
合
わ
な
い
た
め
、
寝
装
局
の
案
件
を
却
下
す
べ
し
）
で
あ
る
。
各
案
件
に
対
す
る
配
分
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

【
表
四
（
一
～
）
（
三
）
】
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
官
の
意
見
の
全
体
的
な
傾
向
を
見
よ
う
。

　
ま
ず
、
経
費
・
調
査
に
関
す
る
案
件
は
そ
の
多
く
に
肯
定
的
な
意
見
を
附
し
て
い
惹
。
次
に
、
新
設
に
関
し
て
は
た
い
て
い
が
す
で
に
提
平

面
司
で
立
案
済
み
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
整
理
に
関
し
て
は
実
施
延
期
と
す
る
も
の
が
多
く
を
占
め
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
章
程

の
内
容
や
整
理
の
方
針
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
だ
け
で
、
実
施
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
官
は
、
整
理
・
経

費
・
新
設
・
調
査
の
各
案
件
に
対
し
て
、
頭
ご
な
し
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
協
調
的
に
対
応
す
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え

⑰
る
。　

～
方
、
官
が
肯
定
で
き
な
か
っ
た
も
の
が
、
人
事
お
よ
び
義
務
教
育
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
。
義
務
教
育
に
関
す
る
分
析
は
こ
こ
で
は
割
愛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
教
育
界
人
士
は
学
部
の
年
次
計
画
に
先
が
け
て
義
務
教
育
の
普
及
を
実
施
し
よ
う
と
し
（
番
号
｝
四
）
、
ま
た
義
務
教
育

の
年
限
を
江
蘇
教
育
総
会
の
議
決
に
な
ら
っ
て
四
年
に
統
一
し
よ
う
と
も
く
ろ
ん
で
い
た
（
番
号
一
五
）
。
し
か
し
、
官
は
あ
く
ま
で
学
部
の
章

程
を
遵
守
す
る
よ
う
、
教
育
界
人
士
の
動
き
を
押
し
止
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
前
節
で
考
察
し
た
教
育
界
人
士
の
要
求
に
対
し
て
、
官
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
っ
た
か
。
以
下
に
詳
し
く
考
察
し
た
い
。

　
番
号
一
、
学
務
公
所
の
運
営
に
対
す
る
呉
慶
抵
の
返
答
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
彼
は
ま
ず
、
職
員
の
人
選
は
繋
恋
使
が
そ
の
権
限
を
有
す

る
こ
と
を
章
程
を
引
用
し
な
が
ら
確
認
し
、
そ
の
人
選
は
す
べ
て
基
準
通
り
で
あ
る
た
め
問
題
な
し
と
す
る
。
そ
し
て
、
議
長
・
警
笛
に
つ
い

て
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
議
長
・
議
紳
に
つ
い
て
は
、
章
程
ど
お
り
に
手
当
を
支
給
し
て
お
り
、
議
長
は
毎
月
銀
二
百
両
、
議
紳
は
四
人
に
各
五
〇
両
を
支
払
い
、
各
省
学
務
に
と
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っ
て
賛
助
し
て
画
策
す
る
の
に
大
変
役
立
っ
て
い
る
。
た
だ
、
議
事
室
の
名
目
は
学
部
の
章
程
に
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
は
学
務
公
所
を
開
設
す
る
際
、

　
　
ロ
ビ
ー
の
後
方
に
別
に
…
室
を
設
け
、
左
右
の
部
屋
に
分
け
た
。
左
側
は
提
学
使
が
事
務
を
す
る
部
屋
、
右
側
は
議
長
・
議
紳
が
議
事
や
休
憩
を
す
る
部

　
　
屋
で
あ
り
、
別
に
議
事
室
を
設
け
て
い
な
い
と
は
い
え
、
す
で
に
会
議
の
場
所
と
な
っ
て
い
る
。
学
務
の
議
決
や
発
行
の
件
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
公

　
　
文
書
や
書
類
が
あ
り
、
別
に
議
事
録
を
編
成
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
…
…
（
略
）

　
す
な
わ
ち
、
議
長
と
電
撃
に
は
給
料
を
支
給
し
て
い
る
こ
と
、
会
議
室
は
す
で
に
同
様
の
も
の
が
あ
る
こ
と
、
議
事
録
は
別
に
公
文
書
が
あ

る
こ
と
、
こ
れ
ら
を
す
で
に
実
施
し
て
い
る
た
め
、
「
諮
議
局
の
案
件
と
合
致
す
る
」
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
教
育

界
人
士
の
論
点
、
す
な
わ
ち
議
長
・
玉
肥
の
省
城
常
駐
に
よ
る
学
務
参
加
、
会
議
室
を
設
け
る
こ
と
に
よ
る
会
議
の
実
施
、
議
事
録
の
編
成
に

よ
る
会
議
内
容
の
公
開
、
の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
回
答
し
な
い
か
否
定
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
学
務
公
所
に
対
す

る
案
件
に
対
し
、
官
は
実
質
的
に
教
育
界
人
士
の
要
求
を
し
り
ぞ
け
、
学
務
公
所
の
運
営
を
変
更
す
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
湖
南
教
育
総
会
の
権
限
強
化
に
関
す
る
案
件
へ
の
対
応
を
検
討
す
る
が
、
そ
の
前
に
、
そ
も
そ
も
呉
慶
娠
は
湖
南
教
育
総
会
を
ど
の

よ
う
な
組
織
と
認
識
し
て
い
た
か
を
、
番
号
二
九
す
な
わ
ち
官
費
補
助
額
の
増
加
に
対
す
る
回
答
か
ら
読
み
と
っ
て
み
よ
う
。
呉
慶
抵
は
「
教

育
会
章
程
」
に
依
拠
し
つ
つ
、
教
育
総
会
は
紳
民
の
会
費
で
運
営
す
る
べ
き
で
あ
り
、
章
程
に
も
官
費
補
助
の
規
定
が
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

た
だ
、
「
教
育
総
会
は
全
省
の
教
育
事
宜
を
補
助
す
る
」
た
め
に
官
の
教
育
行
政
と
の
関
係
は
「
較
重
」
（
や
や
重
要
）
と
し
た
う
え
で
、
現
在

は
財
政
事
情
が
苦
し
い
た
め
、
や
や
余
裕
が
で
き
た
ら
追
加
を
検
討
す
る
、
と
論
理
し
た
。
す
な
わ
ち
、
教
育
界
人
士
が
湖
南
教
育
総
会
の
全

省
教
育
補
助
に
対
す
る
関
係
は
「
重
大
」
と
自
負
し
た
の
に
対
し
て
、
呉
雲
低
の
評
価
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
彼

の
湖
南
教
育
総
会
へ
の
評
価
が
高
く
は
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
後
に
考
察
す
る
。

　
で
は
、
湖
南
教
育
総
会
の
権
限
強
化
に
関
す
る
案
件
へ
の
対
応
は
ど
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
呉
慶
域
は
い
ず
れ
に
対
し
て
も
、
諮
議
局

の
案
件
を
棄
却
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
反
論
の
骨
子
は
、
学
部
が
定
め
た
提
学
使
の
権
限
に
抵
触
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
以
下
、
各
案

件
を
を
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。
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ま
ず
、
番
号
七
、
官
立
学
堂
監
督
の
人
事
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
教
育
会
章
程
に
は
、
（
教
育
会
が
一
筆
者
共
）
責
任
を
持
っ

て
官
立
学
堂
監
督
を
選
挙
す
る
と
い
う
明
文
は
な
い
」
う
え
に
、
「
湖
南
の
官
立
各
校
で
入
選
が
必
要
な
と
き
は
、
こ
れ
ま
で
廃
学
使
司
が
ひ

ろ
く
教
育
界
の
輿
論
を
採
用
し
、
議
長
・
議
紳
と
と
も
に
相
談
し
て
」
決
定
し
て
い
る
た
め
、
教
育
界
人
士
が
提
案
す
る
「
専
ら
教
育
会
が
選

挙
し
た
者
と
比
べ
て
、
も
っ
と
も
公
平
妥
当
で
あ
る
」
と
。
つ
ま
り
呉
再
生
は
、
官
が
人
選
の
際
に
参
考
と
す
る
「
教
育
界
の
輿
論
」
や
議

長
・
議
紳
の
意
見
は
曽
爾
紳
士
の
総
意
を
広
く
反
映
す
る
が
、
教
育
総
会
の
推
薦
は
湖
南
紳
士
の
総
意
と
い
う
に
は
意
見
に
偏
り
が
あ
る
、
と

み
な
し
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
湖
南
教
育
総
会
は
教
育
界
練
士
が
結
集
す
る
教
育
専
門
家
集
団
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
は
保
守
的
郷
紳
な

ど
が
含
ま
れ
な
い
。
さ
ら
に
先
述
の
湖
南
教
育
総
会
の
設
立
時
、
選
挙
に
参
加
し
た
者
は
二
六
〇
人
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
当
時
の
湖
南
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

け
る
教
職
員
数
か
ら
し
て
も
｝
割
に
満
た
な
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
呉
慶
抵
の
湖
南
教
育
総
会
に
対
す
る
評
価
が
高
く
な
い
の
は
、
湖
南
教
育

総
会
は
湖
南
の
教
育
に
た
ず
さ
わ
る
屯
す
べ
て
を
代
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
呉
慶
抵

か
ら
み
る
と
、
湖
南
教
育
総
会
が
教
育
行
政
に
関
与
で
き
る
正
当
性
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
番
号
五
、
省
視
学
の
人
選
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
省
視
学
の
人
選
は
学
部
の
規
定
ど
お
り
提
学
使
が
定
め
る
べ
き
で
あ
り
、

「
省
視
学
は
（
教
育
行
政
と
の
i
筆
者
注
）
関
係
が
非
常
に
大
き
い
た
め
、
必
ず
慎
重
に
入
選
す
べ
き
で
、
提
学
鷹
司
の
責
任
に
帰
す
と
こ

ろ
で
あ
る
。
ま
さ
に
常
に
考
察
し
て
、
力
量
の
及
ば
な
い
者
が
い
た
ら
、
そ
の
つ
ど
更
迭
を
申
請
し
、
有
害
無
益
の
弊
を
免
れ
る
べ
き
で
あ

る
」
と
、
教
育
総
会
に
人
選
を
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。

　
そ
し
て
、
番
号
三
六
、
官
立
学
堂
工
事
の
監
視
に
つ
い
て
は
、
呉
慶
抵
は
「
可
行
」
と
し
て
い
る
が
、
彼
が
同
意
し
て
い
る
の
は
、
官
立
学

堂
の
工
事
に
お
け
る
経
費
の
無
駄
遣
い
を
な
く
す
こ
と
、
そ
し
て
工
事
の
前
に
は
設
計
図
を
審
査
す
る
こ
と
に
対
し
て
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ

で
は
、
湖
南
教
育
総
会
が
審
査
に
加
わ
る
こ
と
に
対
し
て
は
と
い
う
と
、
「
工
事
の
規
模
の
大
小
は
、
ま
さ
に
経
費
が
豊
か
で
あ
る
か
ど
う
か

を
見
て
判
断
す
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
分
野
の
支
配
や
判
断
は
、
や
は
り
本
司
が
督
撫
に
申
請
し
、
責
任
を
持
っ
て
審
査
決
定
す
る
べ
き
で
あ

る
」
と
、
あ
く
ま
で
教
育
総
会
の
関
与
を
排
除
し
た
の
で
あ
る
。
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以
上
、
学
務
公
所
の
運
営
や
湖
南
教
育
総
会
の
権
限
拡
大
に
つ
い
て
の
官
の
対
応
を
考
察
し
た
。
た
し
か
に
議
決
案
全
体
に
目
を
む
け
る
と
、

決
し
て
少
な
く
な
い
案
件
に
対
し
て
、
官
は
教
育
界
人
士
に
合
意
や
妥
協
の
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
教
育
界
人
士
が
提
学
使
の
教
育

行
政
に
抱
い
て
き
た
問
題
意
識
や
、
実
学
教
育
重
視
と
い
う
教
育
目
標
の
達
成
と
い
う
論
点
か
ら
い
え
ば
、
官
と
教
育
界
人
士
の
間
に
は
合
意

が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
官
は
あ
く
ま
で
も
学
部
の
章
程
に
依
拠
し
、
清
朝
体
制
護
持
の
た
め
に
忠
君
・
穿
孔
を
主
体
と
す

る
教
育
行
政
を
主
導
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
官
と
教
育
界
人
士
の
問
で
、
湖
南
教
育
総
会
に
対
す
る
認
識
の
相
違
が
あ
っ
た
こ
と

も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
教
育
界
人
士
は
湖
南
教
育
総
会
を
教
育
専
門
家
集
団
と
み
な
し
、
学
堂
教
育
の
中
心
的
存
在
と
考
え
た
。
こ
れ
に
対
し

て
官
は
、
湖
南
教
育
総
会
は
学
堂
教
育
に
た
ず
さ
わ
る
者
す
べ
て
を
代
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
認
識
に
基
づ
き
、
教
育
行
政
に
お

け
る
湖
南
教
育
総
会
の
関
与
を
排
除
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
、
湖
南
教
育
界
人
士
が
官
の
教
育
行
政
に
介
入
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
挫
折
し
た
の
で
あ
っ
た
。

①
　
高
田
幸
男
「
清
末
地
域
社
会
に
お
け
る
教
育
行
政
機
構
の
形
成
！
蘇
・
漸
・

　
睨
三
省
各
庁
州
県
の
状
況
1
」
『
東
洋
学
報
白
重
七
五
巻
第
一
・
二
号
、
一
九

　
九
三
年
。

②
　
　
「
奏
定
各
省
教
育
会
章
程
摺
」
（
『
清
末
編
』
、
四
三
〇
～
四
～
二
　
二
頁
）
。
江
蘇
で

　
は
、
教
育
会
章
程
の
発
布
以
前
、
墨
書
ら
を
中
心
に
「
江
蘇
学
務
総
会
」
が
設
立

　
さ
れ
、
自
ら
を
教
育
立
法
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
が
、
同
章
程
発
布

　
後
は
、
地
方
の
調
査
や
各
種
研
究
会
の
設
置
な
ど
に
そ
の
職
務
を
限
定
さ
せ
て
い

　
つ
た
と
い
う
。
は
じ
め
に
注
④
高
田
論
文
～
九
九
八
年
。

③
『
湖
南
教
育
官
報
』
第
＝
　
期
。
『
湖
南
教
育
官
報
』
は
、
湖
南
学
務
公
所
編

　
纂
、
第
一
期
か
ら
第
～
五
期
（
光
緒
三
四
年
～
宣
統
二
年
）
ま
で
刊
行
、
湖
南
省

　
図
書
館
所
蔵
。
ま
さ
し
く
呉
慶
抵
の
提
学
使
在
任
中
に
発
行
さ
れ
た
教
育
関
係
の

　
官
報
で
あ
り
、
清
末
湖
南
に
お
け
る
直
読
使
の
教
育
行
政
を
明
ら
か
に
す
る
う
え

　
で
極
め
て
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
本
史
料
を
用
い
た
さ
ら
な
る
研
究
は
後
の
課
題

　
と
し
た
い
。

④
湖
南
省
教
育
会
編
隅
湖
南
省
教
育
会
四
年
概
況
』
（
同
会
、
一
九
｝
五
年
、
湖

　
南
省
図
書
館
所
蔵
）
、
本
会
成
立
之
歴
史
。

⑤
は
じ
め
に
注
⑦
拙
稿
。

⑥
　
は
じ
め
に
注
⑧
善
田
論
文
。

⑦
第
一
難
業
⑤
張
朋
園
書
、
第
三
章
第
二
節
二
。

⑧
湖
南
諮
議
局
輯
門
湖
南
諮
議
局
議
決
案
』
（
宣
統
年
間
刊
、
上
海
図
書
館
所
蔵
）
。

　
宣
統
元
年
九
月
一
日
か
ら
一
〇
月
一
〇
日
ま
で
開
会
さ
れ
た
第
｝
回
湖
南
諮
議
局

　
の
議
決
案
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

⑨
湖
南
教
育
総
会
は
設
立
妾
初
よ
り
、
年
間
二
四
〇
〇
元
の
官
費
補
助
を
受
け
て

　
い
た
。
『
湖
南
財
政
説
明
書
』
巻
十
、
教
育
総
会
経
費
。

⑩
は
じ
め
に
注
④
高
田
論
文
一
九
九
八
年
お
よ
び
同
二
〇
〇
二
年
。

⑪
「
学
部
奏
請
教
育
宗
旨
摺
」
（
『
清
末
編
』
、
六
三
四
～
六
三
五
頁
）
。
な
お
、
教

　
育
宗
旨
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
門
清
末
編
』
、
解
説
六
一
～
六
三
頁
を
参
照
。

⑫
曽
冊
三
郎
「
清
末
に
お
け
る
「
商
戦
」
論
の
展
開
と
商
務
局
の
設
置
」
『
ア
ジ
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ア
研
究
』
箪
三
八
巻
第
一
号
、
一
九
九
一
年
。
ま
た
、
胡
元
佼
ら
に
つ
い
て
は
、

　
は
じ
め
に
注
⑦
拙
稿
。

⑬
「
湖
南
巡
撫
寄
春
霞
奏
請
将
前
景
章
典
同
治
藍
建
留
籍
充
師
範
学
堂
監
督
片
」

　
『
政
治
官
報
㎞
八
三
九
、
宣
統
二
年
正
月
二
二
日
。

⑭
は
じ
め
に
注
⑤
藤
谷
論
文
。

⑮
「
奏
定
各
省
学
務
官
制
辮
事
権
限
並
勧
学
所
章
程
摺
」
（
前
掲
）
。

⑯
巡
撫
に
提
出
し
た
呉
立
塩
の
見
解
は
、
○
＝
、
△
＝
、
口
九
、
×
六
で
あ

　
り
、
「
学
司
摂
理
」
は
巡
撫
の
修
正
を
経
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
ど
の
案
件
が

　
ど
の
よ
う
に
修
正
を
受
け
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

⑰
た
だ
、
冨
頭
で
は
「
可
行
」
と
さ
れ
て
い
て
も
、
官
が
肯
定
し
て
い
る
の
は
そ

　
の
案
件
中
の
ご
く
　
部
に
対
し
て
で
し
か
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
に
注
意
を
要
す

　
る
。

⑱
「
学
部
奏
報
分
年
簿
備
事
宜
摺
」
（
『
清
末
編
』
、
六
Ω
二
～
六
〇
四
頁
）
。
こ
れ

　
に
よ
る
と
、
義
務
教
育
章
程
の
発
布
な
ら
び
に
試
行
は
宣
統
七
年
か
ら
八
年
分
か

　
け
て
の
こ
と
と
計
画
さ
れ
て
い
た
。

⑲
『
第
一
次
教
育
統
計
図
表
』
（
前
掲
）
に
よ
る
と
、
光
緒
三
三
年
当
時
、
湖
南

　
全
雀
の
教
職
員
数
は
合
計
三
三
四
七
人
で
あ
る
。
ま
た
、
全
国
的
な
傾
向
と
し
て
、

　
清
末
期
の
教
職
員
の
多
く
は
儒
学
的
知
識
し
か
持
た
な
い
生
血
・
挙
人
層
で
あ
っ

　
た
。
た
と
え
ば
、
は
じ
め
に
注
②
阿
部
洋
書
、
第
一
章
第
三
節
は
、
奉
天
省
を
事

　
例
に
、
宣
統
元
年
（
一
九
〇
九
）
の
小
学
堂
教
員
の
半
数
近
く
か
ら
七
割
が
旧
私

　
塾
の
教
師
出
身
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
解
明
し
て
い
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
湖
南
教
育
界
人
士
に
と
っ
て
、
湖
南
諮
議
事
の
議
決
案
は
一
省
内
で
の
変
革
を
論
じ
る
試
み
で
あ
っ
た
が
、
結
果
と
し
て
彼
ら
は
そ
の
限
界

を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
他
意
の
動
向
に
言
及
し
て
お
く
と
、
た
と
え
ば
湖
北
や
江
蘇
の
諮
議
局
で
も
、
学
務
公
所
の
運
営
問
題
を
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

じ
め
と
す
る
教
育
関
係
の
議
案
が
議
決
さ
れ
て
お
り
、
官
と
教
育
界
人
士
と
の
問
題
意
識
の
ず
れ
を
見
い
だ
せ
る
。
全
国
的
な
傾
向
に
つ
い
て

は
今
後
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
光
緒
三
二
年
以
降
の
各
省
葛
掛
使
に
よ
る
教
育
行
政
、
と
く
に
学
堂
管
理
強
化
を
主
体
と
す

る
そ
れ
に
対
す
る
問
題
意
識
を
背
景
と
し
て
、
各
省
教
育
費
人
士
は
全
書
教
育
総
会
連
合
会
に
結
集
し
、
学
部
に
対
し
て
働
き
か
け
て
い
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
最
後
に
、
今
後
の
展
望
を
述
べ
て
お
こ
う
。
湖
南
に
視
点
を
戻
す
と
、
結
局
の
と
こ
ろ
湖
南
人
が
教
育
行
政
長
官
と
な
っ
て
一
省
の
教
育
行

政
を
主
管
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
辛
亥
革
命
後
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
清
朝
の
崩
壊
に
よ
り
課
試
闘
が
湖
南
省
政
府
の
ト
ッ
プ
に

就
任
す
る
ほ
か
、
教
育
界
人
士
の
多
く
も
政
界
へ
と
流
れ
て
い
く
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
教
育
界
は
専
門
的
教
職
員
集
団
と
し
て
よ
り
一
層
分



清宋湖南省長沙における地方教育行政の実態について（宮原）

化
す
る
が
、
果
た
し
て
教
育
界
が
一
枚
岩
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
疑
わ
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
国
内
学
堂
卒
業

生
が
増
加
す
る
に
し
た
が
い
、
教
育
界
人
士
の
な
か
に
も
胡
元
俵
ら
軍
立
学
堂
グ
ル
ー
プ
の
ほ
か
に
新
た
な
「
派
閥
」
が
形
成
さ
れ
て
い
く
と

み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
民
国
期
に
彼
ら
教
育
界
人
士
が
結
集
し
た
主
要
な
場
の
ひ
と
つ
が
、
湖
南
省
教
育
会
（
湖
南
教
育
総
会
が
民
国
期
に
改
組
）
で
あ
る
。

清
末
か
ら
民
国
期
に
か
け
て
の
地
方
教
育
会
は
、
近
年
来
重
視
さ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
果
た
し
て
民
国
期
の
湖
南
省
教
育
会
は
ど
の
よ

う
な
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
は
清
末
期
と
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
、
ま
た
湖
南
省
教
育
会
が
一
省
の
教
育
行
政
に
ど
の
よ
う
な
位

置
づ
け
を
与
え
ら
れ
、
地
方
教
育
行
政
に
ど
の
よ
う
に
参
与
し
た
か
、
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
考
察
を
深
め
た
い
。

　
①
湖
北
諮
暑
中
の
教
育
関
係
議
決
案
に
つ
い
て
は
、
呉
帯
芝
…
主
編
刺
湖
北
評
議
局
　
　
発
議
局
第
　
年
度
報
告
轡
』
第
一
冊
（
江
蘇
談
議
局
排
印
、
宣
統
年
間
刊
、
京
都

　
　
文
献
資
料
彙
編
』
（
武
漢
大
学
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
、
一
二
五
～
一
七
｝
頁
。
　
　
　
　
　
大
学
人
文
科
学
研
究
所
所
蔵
）
、
「
学
務
公
所
整
頓
事
宜
請
転
筋
両
提
学
使
丁
」
お

　
　
江
蘇
諮
議
局
の
教
育
関
係
談
国
軍
に
つ
い
て
は
、
江
蘇
諮
当
局
辮
出
処
輯
『
江
蘇
　
　
　
　
　
よ
び
「
離
間
全
省
教
育
案
」
（
と
も
に
十
月
四
日
会
議
議
決
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
阪
産
業
大
学
教
養
部
非
常
勤
講
師
）
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fore　the　contracts　of　submission　and　gradually　expanded　this　power　and　authority

towards　the　end　of　13th　century．　Even　so，　the　process　does　not　appear　to　have

been　an　entirely　one－sided　initiative　on　the　part　of　the　monaychy，　but　was　also　the

result　of　selection　by　lcelanders　themselves．　Accordingly，　．we　can　consider　the

situation　of　13th　century　lceland　as　developing　through　interaction　with　the

Norwegian　monarchy，　．　and　’inherent　within　the　shift　toward　submission　was　a　grad－

ual　transformation　in　the　peacemaking　system．

　　　　　　On　the　State　of　Local　Educational　Adrninistration　in

　　　　　　　　　　　　Changsha，　Hunan　during　the　Late　Qing：

　　　　　　　　With　a　Special　Focus　on　the　Opposition　between

Comrnissioner　of　Education　Wu　Qingchi　and　Educational　Reformers

by

MlyAHARA　Yoshiaki

　　This　article　is　an　attempt　to　clarify　the　special　character　of　the　modernization　of

Chinese　education　by　taking　Changsha　in　Hunan　as　the　object　of　study　and　examin－

ing　the　opposition　of　the　governor官and　gentry紳over　local　educationai　adrninis－

trative　policy　in　the　years　between　1906　and　1909　（from　the　32nd　year　of　the

Guangxu細密era　to　the趾st　year　of　Xu㎝tong錦町era．）

　　The　fUndamental　stance　of　Wu　Qingchi呉慶壕，the　educational　co㎜オssioner

提学使in　Hunan　was．groumded　in　ConfUcian　ethics　with　the　airn　of　faithfully　main－

taining　the　Qing　system。　Wu　Qingchi　appointed　the　refo㎜ists　Tan　Yankai言翠延闘

and　Zeng　Xi曾煕and　the　conservadves　Zhao　Q血趙啓森and　Feng　Xken凋錫仁

to　the　proVincial　ofice　of　education学務公所as　proVincial　educational　adVisors議

紳horder　to　broa（lly　reflect　the　range　of　opinions　of　the　peop重e　of　Hunan　on　edu－

cational　a（lministrative　policy．　In　addition，　he　appointed　Wang）9anqian王先謙，　a

conservative　member　of　the　gentry　who　had　great　influence　oR　the　Hunan　gentry，

chief　advisor　g’kft　of　provincial　education　in　order　to　rein　in　the　refomists．　Armed

with　this　array　of　othcials　in　the　provincial　ofuce，　Wu　Qingchi　strengtheRed　his

management　of　the　public　and　private　schools　of　the　province．

　　The　educational　refomists　were　conscious　of　the　problem　that　their　opinions

were　neither　refiected　in　the　decision　making　process　on　educational　policy　nor　in

（778）



the　operation　of　the　public　schools　in　the　educational　admmistrative　policy　of　the

provincial　educational　corrmiissioner　Wu　Qingchi　after　1906．　For　this　reason，　the

re拓㎜ers　sought　to　take　measures　that　did　no£confKct輌th　Q血g　dynasty　restric一

廿ons　i　L　order　to　achieve　thehr　ends　and　proposed　b溺s　concemed　wi肋education血

the　provincial．　asselnbly諮議局that　opened　in．1909．　The　bi且s　proposed　that　the

chief　educational　advisor　and　the　provir｝cial　educational　advisors，　i．e．　the　reformist

gentry，　take　an　active　part　in　the　decision　makng　process　on　educational　policy

and　that　the　authority　of　the　Hunan　General　Association　of　Education湖南教育総

会be　strengthened．　The　refomists　Viewed　the　General　Assoc童ation　of　Education

as　a　body　of　experts　on　educationai　issues　and　hoped　that　the　association　would

function　as　more　than　a　mere　prop　for　educational　aimstration　and　would　in－

stead　intervene　positively　in　the　govemor’s　a（lmir｝istrabion　of　education．

　　In　response　to　these　bills，　the　governor　was　in　fundamental　agreement　with　the

reformers　and　displayed　willirigness　to　compromise．　However，　the　reformers　re－

mai　led　conscious　of　the　problems　in　proincial　cormmissioner’s　educational　adm血is－

tration，　and　in　regard　to　the　question　of　attaining　the　educational　goal　of　emPhasiz－

ing　practical　education，　there　was　no　agreement　reached　between　the　educational

reformers　and　the　governor．　For　his　part，　the　governor　relied　on　the　regulations

of　the　iVlinistry　of　Education　and　advocated　an　educational　administrative　policy

that　centered　on　loyalty　to　rulers　and　respect　for　Confucianism　in　order　to　protect

the　Qing　system．　Moreover，　it　becarne　clear　that　there　was　a　difference　of　opmion

between　the　govemor　and　the　refomists　in　regard　to　the　Hunan　General　Assocja－

tion　of　Education．　The　reformers　saw　the　Association　as　group　of　educational　spe－

cialists　and　considered　its　role　as　centrai　to　the　public　schools．　ln　contrast，　the

govemor　sought　to　e凝血ate　the　Associ麟on丘om｛nvolvemen亡in　educational

adrninistration　on　the　grounds　that　it　did　not　represent　all　of　those　involved　in　the

public　schools．　ln　this　way　the　attempt　of　the　educational　refomiers　to　intervene

in　the　governor’s　edueational　a｛im）istration　failed．
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